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－序文－ 

 

 河川維持管理計画「肱川水系肱川・矢落川」は、肱川水系河川整

備計画に沿って河川維持管理の具体の内容を定めたものであり、河

道及び河川管理施設等での状況変化、河川維持管理の実績、社会経

済情勢の変化等に応じて適宜見直しを行うものとする。 

 なお、大幅な状況変化がない場合においても、概ね 5年以内に計

画の見直しを行うものとする。 
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１．河川の概要 

 

１－１．河川の流域面積、幹線流路延長、管理延長、河床勾配等の緒元 

肱川は、愛媛県の西南部に位置し、その源を愛媛県西予市の鳥坂峠（標高 460m）に発し、

途中、四国山地の 1,000ｍを越す標高部を源流とする小田川、黒瀬川など数多くの支川を

合わせながら大洲盆地を貫流して伊予灘に注ぐ、流域面積 1,210 ㎞ 2、幹川流路延長 103

㎞の一級河川である。このうち、下流部の直轄管理区間は、河口から本川の 20.22 ㎞まで

と支川矢落川の 4.2 ㎞までである。 

また、肱川流域の河床勾配は概して緩

く、下流感潮区間で 1/2300、祇園大橋～

鹿野川ダムで 1/730 ないし 1/930、鹿野

川ダム～野村ダムで 1/220 ないし 1/390、

野村ダム～宇和町下川で 1/130 と最も急

勾配で、最上流の宇和盆地では 1/1000 程

度と、きわめて緩やかとなる。矢落川直

轄区間の河床勾配は 1/320、それより上

流では 1/50 程度以下となっている。 

支川が多く、中流の大洲盆地に洪水が

集中し、河口部では山が迫り、洪水がは

けにくい治水上、難しい河川である。未

だに無堤部があり、遊水帯の中流部を締

め切ると下流部が浸水するため、段階的

に築堤している河川であり、河道内の状

況を厳しく監視することが求められてい

る。 

【肱川河川特性】

 

【肱川流域図】 



 

2 

１－２．流域の自然的、社会的特徴 

流域の特徴としては、幹川流路延長 103km にしては支川数が多いこと、源流から河口ま

での直線距離がわずか 18km であること、源流部が平坦な盆地地形を成していること、中流

部の大洲盆地に人口、資産が集中する一方で河口部では山に挟まれた狭隘な場所に家屋が

密集していることなどがあげられ、全国的にも珍しい流域を形成している。 

肱川流域の中下流域に

位置する大洲市の月平均

気温を見ると、最低の 1

月で 5℃程度、最高の 8

月でも 27 ℃のため、温

度差が年間を通じて 

20℃前後しかなく、瀬戸

内型の温暖な気候であ

る。流域の年間降水量は

1,800mm 程度であり、瀬

戸内型気候と太平洋型気

候の中間的な性質を示

し、季節的には梅雨期や

台風期に降水が集中して

おり冬季は少ない。 

肱川流域の約 90％は山

地であり、土地利用は大

半が山林で、田畑や宅地

の占める割合は小さくな

っている。しかし、肱川

中流域に位置する大洲市

東大洲地区においては、

八幡浜・大洲地方拠点都

市として、これまで急激

な発展を遂げており、宅

地化が進行している。 

一方、流域内の人口は緩やかな減少傾向にあり、大洲市の約 5.1 万人が流域内で最も人

口が多く、流域全体の約 47％を占めている。 

流域の産業別就業人口比率は、第１次産業

約 20％、第２次産業約 25％、第３次産業約

大 洲 市 

長 浜 町 

肱川 

矢落川 

伊予灘 

【大洲盆地から河口を望む】 

【肱川流域の年降水量】 

【肱川流域の産業別就業人口】 
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55％であり、その多くが大洲市を含む中流域に集中している。 

 

 

【 肱川流域の人口密度 】 

 

１－３．河道特性、被災履歴、地形、地質、樹木等の状況 

● 河道特性 

肱川流域の河川縦断面図を見ると河床勾配は概して緩く、下流感潮区間で 1/2300、祇園

大橋～鹿野川ダムで 1/730 ないし 1/930、鹿野川ダム～野村ダムで 1/220 ないし 1/390、野

村ダム～宇和町下川で 1/130 と最も急勾配で、最上流の宇和盆地では 1/1000 程度と、きわ

めて緩やかとなる。矢落川直轄区間の河床勾配は 1/320、それより上流では 1/50 程度以下

となっている。 

河床形態としては、肱川における底質をみると、地点によりバラツキはあるが、感潮区

間末端に位置する祇園大橋付近までは概ね 1～3cm 程度のかなり小さな礫及び砂で構成さ

れており、ここから小田川合流点付近までは、5～15cm 程度とやや大きめの礫と砂の中に

大礫が散在するようになる。小田川から上流ではところどころで岩が露頭し、礫も20～40cm 

と大きくなる。そして、最上流の宇和盆地に入ると粒型は小さくなり、砂・礫に泥が混じ

るようになる。 

矢落川直轄区間 

肱川直轄区間 
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● 被災履歴 

前述したとおり、肱川流域の年間降水量 1,800mm 程度であるが、その洪水の原因は梅雨

前線や台風に伴う降雨によるものが多い。肱川における主要洪水の降雨、出水及び被害の

状況を下表に示す。なかでも著名な洪水としては、直轄事業の契機となった昭和 18 年 7 月

洪水、戦後最大洪水の昭和 20 年 9 月洪水、激特事業を採択した平成 7年 7月洪水、東大洲

暫定堤防を越水するなど甚大な被害が発生した平成 16 年 8 月(台風 16 号)、平成 17 年 9 月

洪水、平成 23 年 9月(台風 15 号)等があげられる。 

【肱川における過去の洪水と被災履歴】 

 
● 地 形 

肱川の流域地目は山地が約 90％を占め、

その多くは小～中起伏の山地から成り、大

起伏山地は流域の北縁、東縁、及びほぼ中

央に位置する神南山一帯に見られる程度で

ある。流路沿いには河岸段丘や扇状地性、

三角州性低地が見られ、その規模の大きな

ものは各々宇和、野村、大洲、内子盆地と

呼ばれている。また、直轄区間に位置する

下流部には三角州平野が形成されておら

ず、河口域において急峻な山地が迫ってい

る全国的にも珍しい地形である。 

流域形状は手のひらのような地形になっ

ており、中流部の大洲盆地に川が集まって

いること(洪水が集中しやすい地形)、瀬戸

内海に流れている四国の一級河川の土器川

や重信川に比べて、河床勾配が非常に緩い

こと(洪水が流れにくい地形)、大洲盆地か

ら下流は山が両岸から迫り、河口に行くほど平野の広がりがない(洪水が吐けにくい地形)

という洪水を受けやすい地形特性を有している。 

【肱川流域の土地利用状況】 
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【 瀬戸内海に流れ込む一級河川の河床勾配の比較 】 

 

● 地 質 

肱川流域の地質は中央構造線に画され、東西方向へ帯状に分布し、北から三波川帯、秩

父累帯、四万十帯に区分される。流域の北部に位置する三波川帯は、白亜紀の高圧変成岩

類からなる地質体で、塩基性（緑色）片岩及び泥質（黒色）片岩が広く分布する。(大洲盆

地の肱川の曲流はこの三波川帯の地質構造により規制されている｡) 

 
出展：四国地方土木地質図に加筆       

【 肱川流域の地質 】 

 

肱川流域 
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 直轄区間中流域の大洲平野では、地表より概ね 10～15m が後背湿地性の粘性土層が分布

する。肱川を横断する箇所では河床堆積物の砂礫層が分布し、地表より概ね 40m 程度以深

で基盤岩が分布している。 

 

 
【 大洲平野の地盤構造図 】 

 

● 樹木等の状況 

 河道内樹木は、河積阻害、河床上昇及び対岸の局所洗掘、護岸等構造物の機能低下等、

デメリットのある一方、河川環境や河川の生態系の構成、ならびに水防林として重要な役

割を担っている。肱川の河道内には藩政時代より、治水対策としてエノキ、ムクノキ、竹

林等の水防林が用いられ、洪水から堤防や田畑を守ってきた。しかし、近年では、放置さ

れた竹林が多く、過剰な繁茂や分布域の拡大が生じ、流水の阻害を引き起こしている。 

 

【断面位置図】 
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１－４．土砂堆積及び河口砂州の状況 

肱川の平均河床高は経年的に

概ね安定しているが、湾曲部の如

法寺、高河原、中村、慶雲寺箇所

等においては、局所的に土砂が堆

積している箇所があり、また、近

年砂利河原が植生の繁茂等によ

り草地化している。 

また、海まで洪水を安全に流す

妨げになる河口砂州は、周辺の海

岸地形の変化（長浜港改築や沖浦

漁港建設等）や肱川下流の砂利採

取（昭和 39 年機械採取禁止、昭

和 58 年人力採取も含め全面禁止）等により、その状況が変遷している。戦後まもない昭和

20 年代は河口部から沖合まで砂州が見られた。その後減少し、昭和 40 年代前半にはほと

んど見られなくなったが、40 年代後半より砂州の拡大が見られはじめ、現在は砂州の高さ

が TP+2.50m に至っている。 
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【 肱川河口部における平均河床高(平成 10 年～平成 21 年) 】 

 

 

旧改修計画河床高

平均河床高

凡　　　例

H10

H13

H15

Ｈ 1 6
-17

H21

計 画 高 水 位

【河口砂州フラッシュ状況】 

（平成 23 年 9 月洪水後） 

フラッシュ後

の砂州の移動 
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１－５．生物や水量・水質・景観、河川空間の利用等管理上留意すべき河川環境の状況 

● 生 物 

肱川流域は上流の宇和盆地や中流の大洲盆地などを除いたほとんどの部分が山林で覆

われ、里山的自然環境が多く残されるとともに、河川内には藩政時代からのエノキ、ム

クノキ、竹林等による水防林が河畔林として残され、多種多様な動植物が生育・生息し

ている。 

 

 

 
● 水 量 

肱川の用途別の取水量としては、平成 23

年現在で水道用水は 25 件で 0.662ｍ3/s、工

業用水は 4件で 0.068ｍ3/s、農業用水は 102

件で 6.859ｍ3/s の取水が行われ、同様に、

発電は４件で最大 36.740ｍ3/s が使用され

ている。 
発電に関しては、明治末期より小規模な

がら発電所の建設がなされており、現在稼働している発電所は、愛媛県所管の肱川発電所

（最大出力 10,400KW）等の４施設がある。 

 用水取水は、そのほとんどを農業用が占めており、かつては溜池や支川筋からの取水が

主で、肱川本川への依存は少なかったが、揚水機械の発達や農業技術の向上とあいまって、

【肱川の水利用（平成 23 年 4 月 30 日現在）】

実績

用途別 

件数 水利権量 

（m3/s） 

発電 4 件 36.740

水道用水 25 件 0.662

工業用水 4 件 0.068

農業用水(許可) 102 件 6.859

 

【肱川沿川の河畔林】

【肱川流域に生息・生育する貴重な動植物】 
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その利用度は向上してきた。また、近年は、畑地かんがいも多くなった。 

 

● 水 質 

 肱川水系では、次表に示すような水質に係わる環境基準の類型指定がされている。  

水質については、河川水の有機汚濁の指標であるＢＯＤ（生物化学的酸素要求量 75％値）

は、肱川本川では上流域の下宇和橋や野村ダムの一部を除き、2ppm 以下の比較的清浄な水

質を維持している。 

また、支川矢落川の生々橋では、家庭雑排水が流れ込んでいることから比較的高い値を

示している。 

 流域全体をみると、宇和盆地・野村盆地・内子盆地や大洲盆地など、上・中流域に人口

が集中しており、全川にわたり生活排水や産業排水が流入、併せて平水時の流量も減少し

ているが、環境基準は、鹿野川ダム地点を除き、Ａ類型が達成されている。 
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● 景 観 

肱川流域は、上流の宇和盆地や中流の大洲盆地を除いたほとんどの部分が山林で覆われ、

自然が多く残されているため、動植物が多く生息している。また、大部分の山間部では自

然の瀬や淵が多く残されており、景観資源としても優れた場所が多い。 

このことから、盆地部においては人々の生活と自然が程良く調和した里山的景観を演出

し、山紫水明な自然景観を形成している。 

 

一方、長浜の肱川あらしと赤橋、肱川を濠に見立てた大洲城趾、冨士山と肱川を借景し

て明治時代に建てられた臥龍山荘など、肱川には川と一体となった風光明媚な風景が多く

存在する。 

 

 

● 河川空間の利用 

 肱川流域の河川空間は、地域住民が身近に自然とふれあえる憩いの場として様々に利

用されている。なかでも夏から秋にかけての鵜飼いや河原を使ったいもたき、花火大会、

高水敷の運動公園、肱川と冨士山を借景にした臥龍山荘、高水敷を利用した花畑、五十

崎の凧揚げ、子供たちによる流しびな等、四季折々で利用が盛んである。 

 

【肱川あらし】

【大洲城跡】 

【山紫水明な自然景観】 

【臥龍山荘】
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菜の花まつり 

（河口から約14㎞付近）

 （河口から約2㎞付近）

リバーサイドスポーツパーク 

流しびな  

（肱川町）

（河口から約 19 ㎞付近）

ジュニアトライアスロン 

 

鵜飼い 

（河口から約19㎞付近）

 

いもたき

（河口から約 20㎞付近）

【年間河川空間利用状況  図表出典：平成 18 年度空間利用実態調査】 

利用形態 

利用場所 
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２．河川維持管理上の特性 

 

２－１．施設（樋門、樋管等）の維持管理 

 肱川では、平成７年７月の洪水において床上浸水７６８戸、床下浸水４２７戸の大きな

被害を受けたことから、「激甚災害対策特別緊急事業」が採択され、平成７年７月洪水規

模の再度災害防止のための事業が行われた。 

平成７年度から平成１２年度までの６年間で、無堤部であった１０地区に築堤及び８樋

門、１陸閘を整備しており、今後の補修時期の集中が懸念されることから、補修時期の延

命措置等、時期を分散する「予防保全」の視点にたった維持管理を目指す。 

 

  平成８年度  滝川樋門（白滝地区） 

  平成９年度  加屋樋門（白滝地区）、除ヶ川樋門（豊中地区）、清永川樋門（八多

喜地区）、出石川樋門（伊州子地区）、和田川樋門（春賀地区） 

  平成１０年度 田淵樋門（田淵地区）、田淵陸閘（田淵地区） 

  平成１２年度 柿早樋門（柿早地区） 

 

２－２．暫定堤防の監視と排水ポンプ車の活用 

● 暫定堤防の監視 

肱川では、未だに無堤部があり、遊水帯の中

流部を締め切ると下流部が浸水するため、段階

的に築堤している河川であり、河道内の状況を

厳しく監視することが求められている。 

 

大和地区

柿早地区 豊中地区

伊州子地区

田淵地区
白滝地区

八多喜地区

春賀地区

東大洲地区

激特事業箇所(H7～H12)

完成堤防（H7 時点） 豊中地区 東大洲地区

田淵地区 白滝地区 八多喜地区 

岡地区

平成７年洪水激特事業箇所（１０地区） 

豊中地区 東大洲地区 

【矢落川暫定堤防からの越流状況】 

（平成１７年９月６日２３時頃） 
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河川改修を進める

にあたって、地形や

土地利用の特性から

通常の改修方式であ

る連続堤防だけでな

く、暫定堤防を段階

的に嵩上げする段階

施工により、上下流

の治水安全度のバラ

ンスを図りながら整

備を進めており、如

法寺地区、阿蔵地

区・東大洲地区・春

賀地区・伊州子地

区・八多喜地区・豊

中地区・白滝地区の

８地区の堤防は、計画高水位より低い

堤防高に抑えられており、遊水機能を

課せられている。８地区の暫定堤防区

間においては、洪水時に越水しやすい

ことから、越水状況や浸水被害状況が

速やかに把握できるようＣＣＴＶによ

る監視や越水後の堤防の変状を把握す

るため点検を実施する。 

 また、暫定堤防を越水した洪水を減

勢するために植生している河畔林につ

いては、適正な維持管理に努める。 

 

● 排水ポンプ車の活用 

肱川では、近年、平成 16 年台風 16 号、平成 17 年台風 14 号、平成 23 年台風 15 号と大

規模出水に見舞われ、東大洲地区をはじめとする各地で内水や越水による浸水被害が発

生している。 

 現在、大洲河川国道事務所には６台

の排水ポンプ車が配備されており、浸

水被害を軽減するように努めている。 

今後も浸水被害が予測される各地に

は、地元自治体と協力しながら６台の

排水ポンプ車を有効活用するととも

に、暫定堤防を越水するような大規模

な氾濫においては、四国地方整備局管

内に配備された排水ポンプ車を機動的

に活用し、迅速且つ円滑に浸水被害を

軽減するよう努める。 【内水排除をする排水ポンプ車】

【白滝暫定堤防裏の河畔林】 

施行区間

堤防整備状況

堤防必要区間（整備計画）

完成堤防（H15時点）

暫定堤防（H15時点）

堤防整備状況

堤防必要区間（整備計画）

完成堤防（ H20

暫定堤防（ H20時点）

時点）

白滝地区 

八多喜地区 

春賀地区 

東大洲地区 

伊州子地区 

豊中地区 

阿蔵地区 

【 平成 23 年度 堤防整備状況 】 

如法寺地区 

H23 時点

H23 時点
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２－３．土砂堆積対策と河口砂州 

● 土砂堆積対策 

肱川の平均河床高は経年的に概ね安定

しているが、湾曲部の如法寺、高河原、

中村、慶雲寺箇所等においては、局所的

に土砂が堆積することにより対岸が侵食

されるという二極化現象が生じている。 

また、近年砂利河原が植生の繁茂等に

より草地化しており流路が固定化してい

ることから、異常な堆積、草地化が確認

された場合は、必要に応じて維持掘削を

実施するような土砂堆積管理に努める。 

なお、維持掘削については、平成 19 年度より試験的に実施した筋掘りによる掘削の効果

が確認できたことから、同手法を全川的に展開する。 
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: H 1 5
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慶雲寺箇所
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【13K/200地点における河床の変化（昭和46年～平成21年）】 

【草地化した河原】 

慶雲寺

中 村
高河原

如法寺

慶雲寺慶雲寺

中 村中 村
高河原高河原

如法寺

如法寺 

阿 蔵

東大洲

玉川 
只越 

慶雲寺

中村 高河原

如法寺

慶雲寺

中 村
高河原

如法寺
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中 村中 村
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阿 蔵

東大洲
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慶雲寺
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【筋掘り掘削の施工写真】 

【13K/000地点における筋掘りによる試験掘削断面】 

【側方浸食を促す試験掘削のイメージ図】 

流向 
流向
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● 河口砂州 

海まで洪水を安全に流す

妨げになる河口砂州は、近

年、拡大が見られはじめ、

肱川水系河川整備計画策定

時では砂州の高さが標高

TP+2.53m に至っている。 

河口部に発達している砂

州は、平成７年７月洪水（大

洲地点流量 2,900m3/s）にお

けるフラッシュ実績から、

肱川水系河川整備計画にお

ける河道整備流量（大洲地点流量 3,900m3/s）規模の洪水においてピーク流量が発生する

までにフラッシュするように、洪水時に確実にかつ早い段階から砂州がフラッシュされる

ような砂州管理に努める。 

 

 

－１００ －５０ ０ ５０ １００ １５０ ２００ ２５０ ３００ ３５０ ４００－１５０

ＤＬ＝－１０．００

－５．０

０．０

５．０

: H 1 6

: H 1 5

: S 4 6

: S 5 6

: S 6 2

: H 0 1

: H 0 6

: H 1 0

: H 1 3

: H 0 3

: S 5 0

: H 2 1

肱 川 0 K / 2 0 0
河口付近１０．０

 
0K/200地点における河床の変化（昭和46年～平成21年） 

中小洪水でのフラッシュを促進する砂州の掘削 

(硬直化防止) 

平成 23 年 9月洪水後 
のフラッシュ状況 

0k200

砂州の拡大 

昭和42年 平成16年 

0k200

フ
ラ ッシ

ュ前 の 砂 洲
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２－４．水防林としての河道内樹木と重要種の存在 

 肱川の河道内には、藩政時代より治水対策としてエノキ、ムクノキ、竹林等の水防林が

用いられ、洪水から堤防や田畑を守ってきた。しかし、近年では、放置された竹林が多く、

過剰な繁茂や分布域の拡大が生じたため、平成１９年度より、竹林の拡大防止対策を行っ

ている。 

 

 
 

その一方、河畔林内には環境省及び愛媛県レッドデータブックの両方で絶滅危惧種に指

定されているマイヅルテンナンショウ等の動植物の生息・生育地となっていることから、

連続して繁茂している樹木群の幅を、肱川水系河川整備計画に示される幅３０ｍ以上確保

する等、河川環境の保全に配慮しつつ伐採及び拡大防止対策等を実施していく。その上で、

段階的に整備している流下能力が維持されるよう努める。 

昭和４２年 

平成１６年 

分布域の拡大 

分布域の拡大 

【河道内の樹木繁茂状況】 
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【竹林の拡大防止対策】 【竹の根切り対策実施状況】

【バンブーバリアによる拡大防止】 

【竹林の繁茂状況】 【マイヅルテンショウの生息】 

【肱川水系河川整備計画における位置づけ】 

樹木幅３０ｍ確保

伐採する樹木群

保全する樹木

樹木幅３０ｍ確保

伐採する樹木群

保全する樹木保全する樹木

動植物の生息・生育地確保の 
ため樹木幅３０ｍを確保する。 
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２－５．洪水時に漂着する障害物 

頻発する洪水のたびに、河川内に大量の流木等の障害物が漂着し、これらは、河川管理

及び河川利用において支障となるほか、河川環境の悪化を招く要因となるため、洪水後に

除去を行うとともに、除去した流木等の適正な処理に努める。 

 

 

 
 

 

 

 

 

【河川管理の妨げとなる樋門へ漂着した障害物/堤外側】 

【河川管理の妨げとなる樋門へ漂着した障害物/堤内側】 
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２－６．河川内での不法行為と河川美化 

● 不法行為（不法係留船対策） 

肱川の直轄管理区間では、河口付近の漁船及びにおけるプレジャーボート等の不法係留

船が目立ってきており、全国的にもプレジャーボート等の規制が推進される中、肱川にお

いても不法係留船対策のルールづくりを進めていく。 

 

 

● 河川美化（協働管理の実施） 

 地域住民参加による一斉清掃や「肱川を美しくするお花はん」による清掃活動や植栽、

NPO との連携による河原の復元など、地域と一体となった協働管理を実施している。 

 

 

① ② 

③ ④ 

⑤ 

② 
① 

③ 
④ ⑤ 

【地域住民参加による一斉清掃状況】 【肱川を美しくするお花はん 

による植栽状況】

機械による表土はぎ取り作業 機械による河床整正除草作業

【ＮＰＯとの連携による河原の復元作業】

機械による表土はぎ取り作業
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２－７．河川水の利用 

● 河川水の利用 

肱川における水利用は、古来よりかんが

い用水等に利用されており、現在でも約

11,000ha に及ぶ耕地のかんがい用水として

利用されている。 

また、昭和 34 年に建設された肱川発電所

をはじめとする４ヶ所の発電所で水力発電

（最大使用水量 36.74m /s）に供されている

ほか、上水道として 25 箇所、工業用水とし

て 4箇所で利用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績

用途別 

件数 水利権量 

（m3/s） 

発電 4 件 36.740

水道用水 25 件 0.662

工業用水 4 件 0.068

農業用水(許可) 102 件 6.859

【肱川の水利用（平成 23 年 4 月 30 日現在）】

【基準点下流の水利使用】 

【 水利用割合図 】 
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２－８．水質の保全 

肱川水系の水質汚濁に係わる環境基準の類型指定状況は、下表に示すとおりである。肱

川の水質は、家庭排水及び畜舎排水に影響される度合いが大きいが、水質の経年変化をみ

ると、概ね環境基準を満足している。 

肱川流域全体の取り組みとして、平成１３年度に流域１２市町村が清流保全条例を制定

し、平成１４年７月には「肱川流域清流保全推進協議会」を設立し、水質改善対策や啓蒙

活動に取り組んでいる。 

さらに、各市町村では、下水道等を整備中或いは計画中であり、これら施設整備等の進

展によりさらなる水質改善が期待される。 

これらの河川の水質の状況を、今後も継続的に評価していく。 

【 水質環境基準類型指定状況 】 

水系名 水域の範囲 該当類型 達成期間 地点

統一

番号

環境基準点 指定年月日 

肱川水系 

（甲） 

肱川本川(白王橋

から鹿野川ダムま

での区間を除く)、

矢落川、小田川、

中山川及び黒瀬川

のうち黒瀬川橋よ

り上流の区間 

Ａ 

（河川）

5年以内のなるべく

短い期間に達成 

5-1

5-2

5-3

5-4

5-5

5-6

5-7

5-8

5-9

5-10

祇園大橋（本川） 

肱川橋（本川） 

成見橋（本川） 

天神橋（本川） 

下宇和橋（本川） 

生々橋（矢落川） 

坊屋敷橋（小田川） 

小田川橋（小田川） 

立川橋（中山川） 

魚成橋（黒瀬川） 

S50.5.23 

(愛媛県知事)

※河川 AA類型：BOD 濃度 1ppm 以下、河川 A類型：BOD 濃度 2ppm 以下、B類型：BOD 濃度 5ppm 以下 

 
 

環境基準(A 類型) 
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【 ＢＯＤ75％値の経年変化一覧 】 

Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
肱川 ○ 肱川橋 0.8 1.0 1.0 1.0 0.6 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7

○ 祇園大橋 0.7 0.9 0.7 0.8 0.6 1.0 0.8 0.7 0.8 1.0
大和橋 0.6 1.0 1.5 1.4 0.6 1.3 0.8 0.8 1.5 1.1
長浜大橋 0.7 0.9 0.9 0.8 0.6 0.9 1.0 0.6 1.0 1.1

矢落川 新大橋 0.5 1.3 1.4 1.9 1.0 1.4 1.0 0.9 1.6 1.1
○ 生々橋 2.0 2.7 2.0 1.9 1.7 2.0 3.0 1.6 2.3 1.8   

○：基準地点   

２－９．動植物の生息・生育状況 

肱川流域は、上流の宇和盆地や中流の大洲盆地を除いたほとんどの部分が山林で覆われ

ており、自然が多く残されていることから、多種多様な動植物が生息・生育している。国

土交通省では平成２年から全国の大きな川や国管理のダムで、河川水辺の国勢調査を行っ

ており、肱川の直轄管理区間（野村ダム含む）においては平成 3 年の陸上昆虫調査をかわ

きりに魚類調査や鳥類調査、両生類・爬虫類、哺乳類調査、植物調査を５年サイクルで毎

年実施している。また、指定区間においては魚類調査を直轄管理区間調査と同年に実施し

ている。これまでの調査で絶滅危惧種として下表に示す種類の生息・生育が確認されてお

り、鳥類ではクマタカなどの猛禽類も確認されている。 

また、洪水に対する安全性を高める際には、これらのたくさんの動植物が生息・生育で

きる環境を守り、人も自然も共生できる河川整備を目指していくことが大切である。 

 

【肱川流域全体で確認された動植物の生息種類数と絶滅危惧種】 
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注）生息種類数等については、肱川河川水辺の国勢調査、指定区間調査（魚類）、野村ダム河川水辺の国勢調査、山鳥坂ダム周辺現地

調査により確認（聞きとり調査を含む）されたものである。 

* ：絶滅危惧 IB 類以上の種   無印：絶滅危惧 II 類の種 

  ：「環境省レッドデータブック」と「愛媛県レッドデータブック」の両方で絶滅危惧種に指定されているもの 

 

 

２－10．河川空間の利用 

 肱川ではいもたきや鵜飼い、寒中水泳、ジュニアトライアスロンといった川に関した行

事やカヌー等の河川利用者も多く、年間約５０万人が利用している。 

しかし、利用者のモラルが低下しており、河川区域へのゴミなどの不法投棄がみられ、

河川環境の悪化が問題となっている。 

 

 

 

【ゴミの不法投棄 近景】 【ゴミの不法投棄 遠景】 
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【肱川流域の河川区域内のレクリエーション利用状況】 

市町村名 内容 利用時期 特記事項 

大洲市 

(旧長浜町) 

アオノリ採り 11 月～3月 年間平均乾燥重量で約 4t の水揚げ 

潮干狩り 3 月～6月 漁協と長浜町とのタイアップ 

ウインドサーフィン  数十名の愛好家 

大洲市 カヌー(大洲市が 21艇貸出) 通年 カヌー駅伝大会(8 月) 

カヌー(大洲国立青年の家カヌー研修) 通午(5～10 月が主) カヌーツーリング肱川(5月) 

エンジョイカヌーイング(7,8 月〉 

古式泳法 水泳学校夏休み期間成人

の日(寒中水泳) 

加藤主馬を流祖とする神伝主馬流の泳法で、大

洲藩に代々その泳法が伝えられた。 

菜の花まつり 3 月 6ha の畑一面に見渡す限り黄色の菜の花のじゅう

たん。記念撮影等多い。 

ジュニアトライアスロン 7 月 小学生部門、中学生部門、高校生部門、駅伝の

部等の部門あり。 

いもたき 

 

8～10 月 大洲市に藩政時代から伝わる伝統料理 

鵜飼い 6～9 月 鵜飼いは「古事記」や「日本書紀」にも記述がある

昔ながらの漁法 

川祭り 7～8 月 両日合わせて約４，０００発の花火が、市民、企業

からの寄附により打ち上げられている。 

大洲市 

(旧肱川町) 

キヤンプ 7 月下旬～8月 学校の夏休み 

散策 7～9 月  

魚釣り 通年 コイ、ショウハチ、ハヤ 

大洲市 

(旧河辺村) 

水遊び 

魚釣り 

7 月末～9月初 

7 月中旬～9月初 

 

8 月下旬渓流つり大会 

砥部町 

（旧広田村） 

水遊び、散策 4～10 月 蛍祭(6 月中旬) 

【不法投棄の経年変化】 

自動車

H20

6
8

12
10

洗濯機冷蔵庫テレビ

自転車

エアコン

50

10

20

30

40

0
2
4

H16 H17 H18

リサイクル法対象４品目

H15 H16 H17 H18 H19

オートバイ

0

その他家電

H19 H20

H21 H22

H21 H22

リサイクル法対象品外

H15
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内子町 キャンプ 7～8 月末 各地区の子供会、愛護班中心に実施。 

麓川アカの淵清掃 6～9 月 アカの淵の景勝地維持のための住民活動 

水泳場(各学校指定) 夏休み  

鮎取り 9～11 月 秋の落鮎取りのせばり 

内子町 

(旧五十崎町) 

水遊び、キャンプ、魚釣、花火大会、凧

あげ、日曜市、大凧合戦 

通年 市(毎月第2日曜) 

大凧合戦(5月 5 日) 

水遊び、散策 通年 高水敷利用 

花見(コスモス)、散策 通年 10～11月見頃 

内子町 

(旧小田町) 

小田深山渓谷の紅葉(散策) 10～11月  

伊予市 

(旧中山町) 

クラフトの里 通年 そば打ち、ウッドクラフト 

西予市 

(旧宇和町) 

いかだ競争 7 月末～8月初 手作りいかだ品評会(7 月最終日曜日) 

愛護班対抗イカダ競争等。 

花見 3 月末～4月 桜(3 月末～4月初旬)、藤(4月下句) 

水遊び 7 月申旬～8月初  

魚釣り 通年  

西予市 

(野村町) 

散策、魚釣り 通年 ダムを中心としたﾘｿﾞｰﾄ地、へら鮒釣りの名所 

遊園 通年 わんぱくランド 

キャンプ 

散策 

蝶の生息 

5～8 月 

通年(冬季除) 

6～8 月 

夏季の小・中学牛利用 

 

春(4～8 月)生態観察 

西予市 

(旧城川町) 

魚釣り、水遊び、飯盒炊さん 通年(冬季除) 学校、社会教育活動に利用されている。 

水遊び、魚釣り、散策 通年(冬季除) 宝泉坊温泉まつり(8 月)、宝泉坊利用者9万人/

年、宿泊者1万 1千人/年平成5年度 

手づくりふるさと賞「ふれあいの水辺」 

水遊び、散策、花見飯盒炊さん 通年(冬季除) 町指定竜沢寺緑地公園 

花まつり(4 月 8日) 

バーベキュー大会(10 月)他 

水遊び、魚釣り、キャンプ 6～10 月 

7 月末～9月初 

町の中心にあるうるおいある水辺として親しまれて

おり、近年来訪者のキャンプも多い。 

 

 

 

３．河川の区間区分 

 

３－１．肱川 

 肱川本川は全川にわたり、はん濫域に多くの人口・資産を有し、堤防によって背後地を

守るべき区間となっているため、重要区間とする。 

 

３－２．矢落川 

矢落川は全川にわたり、氾濫域に多くの人口・資産を有し、堤防によって背後地を守る

べき区間となっているため、重要区間とする。 
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４．河川維持管理目標 

 

４－１．河道流下断面の確保 

（１）河道流下断面確保のための目標 

① 堤防の高さ・形状の確保 

● 維持管理目標の設定の観点 

肱川水系河川整備計画では、上下流の治水安全度のバランスを図りながら整備を進

めており、計画高水位より低い暫定堤防区間は、出水時に越水しやすいことから越水

状況や浸水被害状況が速やかに把握できるようＣＣＴＶによる監視や越水後の堤防の

変状を把握するため点検を実施する。 

● 維持管理目標の設定水準 

出水期前及び出水時に点検・巡視を実施し、変状が確認された場合は速やかに対策

を実施する。 

 

② 河道内流下阻害対策 

● 維持管理目標の設定の観点 

肱川水系河川整備計画策定時の流下能力を確保するため、流下を阻害する樹木の伐

採等を実施する。 

● 維持管理目標の設定水準 

  樹木が繁茂している肱川本川距離標 5K/400～15K/600 において、樹木繁茂による水

位上昇により、越流堤部で浸水被害の増大等影響を及ぼす場合に伐採等を実施すると

ともに、竹林については、根切り等の拡大防止対策を実施する。 

  また、樋門等の河川管理施設に対して根が悪影響を与えている樹木や倒伏及び流出

する恐れがある場合についても伐採等を実施する。ヤナギについては幼木のうちに引

き抜き等により適宜除去を実施する。 

 

③ 洪水時に漂着する障害物の除去 

● 維持管理目標の設定の観点 

河道流下能力の確保、樋門等の機能維持、及び水質・景観・河川利用等に支障を及

ぼさないよう洪水時に漂着する流木等障害物に対して、河川管理施設の保全及び環境

保全を図るものとする。 

● 維持管理目標の設定水準 

低水路、及び堤防・樋門等の河川管理施設においては、河道流下能力の確保、河川

管理施設の機能維持の面を優先し障害物除去を行う。許可工作物・占用地において、

流水阻害等河川管理上支障のある障害物については、施設管理者及び占用者に撤去を

指示する。 

水質・景観・河川利用面については、緊急性の高いものから必要に応じ障害物除去

を行う。 

 

４－２．施設の機能維持 

（１）河道（河床低下・堆積の対策） 

 ① 河床低下対策 

● 維持管理目標の設定の観点 

  河床の長期的な変動による低下又は出水による異常な洗掘によって、護岸や橋梁等
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の施設の基礎が沈下するなどの支障が生じないように河床を維持する。 

● 維持管理目標の設定水準 

  河床低下や局所洗掘が確認され、護岸等が被災する恐れが生じた場合に対策を実施

する。 

 

② 堆積の対策 

● 維持管理目標の設定の観点 

肱川水系河川整備計画策定時の流下能力を確保するため、直近の改修後の断面積又

は流下能力を適切に評価した上で、流下能力が阻害される場合に維持掘削を実施する。 

河口砂州については、洪水時に確実にかつ早い段階から砂州がフラッシュされるよ

う適宜掘削等を実施する。 

また、湾曲部（如法寺、高河原、中村、慶雲寺箇所等）における局所的な土砂堆積・

対岸浸食（二極化現象）箇所についても同様に、早い段階から堆積土砂がフラッシュ

されるよう、適宜掘削等を実施する。 

● 維持管理目標の設定水準 

河口砂州については、土砂堆積により砂州高が TP+2.53m 以上となり、肱川水系河川

整備計画策定時に確保された流下能力が阻害された場合に維持掘削を実施する。 

 

（２）堤防 

① 堤防の補修 

● 維持管理目標の設定の観点 

堤防の侵食、浸透、並びに地震に対して、堤防及び法面の所定の強度並びに、機能

保持を図るものとする。 

● 維持管理目標の設定水準 

平常時、出水時、及び出水後、地震後の巡視における目視点検において損傷や変状

が発見された場合には補修又は応急復旧による対策を実施する。 

また、補修等の実施においては、必要に応じて「河川堤防設計指針」並びに「河川

堤防構造検討の手引き」における堤防の安全性照査基準（耐浸透・耐浸食・耐震）を

参考とする。 

ただし、洪水あるいは地震による堤防の不安定化、あるいは変形メカニズム等につ

いては、現時点においても十分に解明されているわけではないことから、安全性の照

査がなされている区間であっても、点検あるいは日常の河川巡視による状態把握に基

づいて堤防を維持管理することを基本とする。 

 

② 張芝の被覆 

● 維持管理目標の設定の観点 

  堤防の侵食に対する強度の維持を目的に、目視確認できる変状がある場合は対策を

実施する。 

● 維持管理目標の設定水準 

  河川の巡視による発見が基本であるため、目視確認できる程度まで変状が進行した

場合を対策の目安とする。 

 

（３）護岸・根固め・水制工 

① 護岸・根固・水制の補修 

● 維持管理目標の設定の観点 
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堤防保護機能及び洪水流による浸食・局所洗掘に対して、護岸・根固・水制の所定

の機能及び強度確保を図るものとする。 

● 維持管理目標の設定水準 

肱川・矢落川の流体力、土圧・水圧に対し、機能確保のできる維持管理水準とする。

このため、平常時、出水時、及び出水後、地震後の巡視における目視点検において目

地開き、吸い出し、空洞化、めくれ、滑動等の損傷や変状が発見された場合には、強

度及び機能確保の観点から評価を行い、必要な調査及び補修・応急復旧等による対策

を実施する。 

また、補修等の実施においては、「護岸の力学設計法」における照査を参考とする。 

 

（４）床止め 

① 床止めの補修 

● 維持管理目標の設定の観点 

堤防保護機能及び洪水流による浸食・局所洗掘に対して、床止めの所定の機能及び

強度確保を図るものとする。 

● 維持管理目標の設定水準 

肱川・矢落川の流体力に対し、機能確保のできる維持管理水準とする。このため、

平常時、出水時、及び出水後、地震後の巡視における目視点検において、沈下・変形

等の損傷や変状が発見された場合には、強度及び機能確保の観点から評価を行い、必

要な調査及び補修・応急復旧等による対策を実施する。 

 

（５）樋門等 

① 土木構造施設の補修 

● 維持管理目標の設定の観点 

洪水、高潮、地震、津波に対して、樋門等の施設は、所定の機能及び強度確保を図

るものとする。 

● 維持管理目標の設定水準 

樋門等の施設は、施設毎の操作規則等に基づき適切に操作を行うものとする。この

ため、施設の機能及び操作に支障を及ぼさないよう平常時、出水時、及び出水後、地

震後の巡視並びに樋門操作員等による目視点検において、損傷や変状及び異常が発見

された場合には強度及び機能確保の観点から評価を行い、必要な調査及び補修を実施

する。 

 

② 機械設備・電気通信施設の補修 

● 維持管理目標の設定の観点 

施設の洪水時の所要の機能を確保するため、洪水時に施設の機能不全による浸水被

害の拡大に結びつくことがないよう、洪水、高潮、地震、津波に対して所定の機能を

図るものとする。 

● 維持管理目標の設定水準 

樋門等の施設と一体となる機械設備については、「① 土木構造施設の補修」で前

述した目視点検のほか、「河川用ゲート設備点検・整備・更新検討マニュアル(案)平

成 20 年 3 月」及び「ゲート設備点検・整備要領（案）」の実施方針及び関連の技術基

準等に基づいた、専門技術者による定期的な「点検」において、装置・機器・部品等

に損傷や変形などの不具合、異常又は故障が発見された場合には、対策を実施する。 

また、維持管理計画に当たっては、設備の信頼性を確保しつつ「年間計画」及び「ラ
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イフサイクル計画」、「河川構造物等の長寿命化計画」を踏まえ、効率的・効果的な

「予防保全」を実施する。 

 

（６）水文観測施設 

① 水文観測施設の補修 

● 維持管理目標の設定の観点 

観測対象（雨量、水位、流量等）を適切に観測できるように、水文観測施設は、所

定の機能確保を図るものとする。 

● 維持管理目標の設定水準 

水文観測業務規定に基づく各種の観測が適切に行われるよう観測所、観測機械、観

測施設の維持管理を実施する。このため、平常時、出水時、及び出水後、地震後の巡

視並びに専門技術者による月１回以上の月点検、及び年１回以上の総合点検において

損傷や変状及び異常が発見された場合には補修による対策を実施する。 

また、水位観測所、水位流量観測所、及び水質観測所の上下流において河床変動や

澪筋変化等により観測に影響を及ぼす場合は、観測が適切に行われるよう澪筋側への

移設又は維持掘削や河床整正等を実施する。 

 

（７）水防資材 

① 水防資材の確保 

● 維持管理目標の設定の観点 

河川管理施設の被災等不測の事態に対応するため、必要な水防資材の確保を図るも

のとする。 

● 維持管理目標の設定水準 

洪水や地震等による破堤等の災害や地盤沈下に対し、その規模等を考慮し、必要十

分な量の確保を維持管理目標とする。なお、資材の確保については、河川改修事業等

との連携を図るとともに、資材の腐朽・老朽等も考慮し適切に維持・更新を行う。 

 

４－３．河川区域の適正な保全 

（１）河川敷地の不法占用や不法行為への対応に関する目標 

① 不法行為等の是正・防止 

● 維持管理目標の設定の観点 

河川区域等が治水、利水、環境等の目的と合致して適正に利用されるよう河川区域

内等における不法占用及び不法行為の是正・防止を図るものとする。 

● 維持管理目標の設定水準 

河川敷地の不法占用や不法行為については、河川の治水、利水、環境の機能に支障

を及ぼすことのないよう、また河川利用者が安全に河川の利用が図れるよう維持管理

を実施する。このためには、平常時の河川巡視及び肱川・矢落川の沿川に設置してい

る監視カメラにより、河川内の不法行為の状況把握を行うとともに、不法行為を発見

した場合、原因者への指導・是正措置等に努めるものとする。 

 

４－４．河川環境の整備と保全 

 

（１）肱川水系河川整備計画に基づいた河川環境の整備と保全に関する目標 

肱川水系河川整備計画に基づき、生態系に配慮しつつ、開放的な広々とした空間で
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の水辺・高水敷レクリエーション利用を図るとともに、流域の玄関口として背後地と

調和のとれた水辺景観となるよう管理する。また、支川については人々が安全に水に

親しめる空間となるよう管理することを基本とする。 

① 河川利用施設の補修 

● 維持管理目標の設定の観点 

水辺、高水敷レクリエーション利用において安全な利用を図るため、坂路又は階段

等の河川利用施設については、施設の強度並びに機能保持を図るものとする。 

● 維持管理目標の設定水準 

河川利用者が安全に利用できる強度、状態を維持するため、平常時、出水時及び出

水後、地震後の巡視による目視点検において、親水護岸・遊歩道・坂路・手すり等の

河川利用施設について点検を実施する。施設の損傷や変状が発見された場合には補修

による対策を実施する。 

なお、補修の水準は、損傷等の更なる進行を防止するとともに河川利用施設の機能

回復を図るために必要となる対策とする。 

 

② 維持管理工事における配慮 

● 維持管理目標の設定の観点 

維持掘削、樹木の伐採等の際に、生物の生息・生育環境の保全に配慮するため、必

要に応じ学識経験者等の意見を聴き、鮎等の産卵場、鳥類の営巣木等の保全に努める

ものとする。 

● 維持管理目標の設定水準 

河川管理行為として実施する特定外来生物の防除については、生態系等に係る被害

の発生を防止するため、その分布状況等を十分把握した上で、河川環境の保全に向け

た対策を適切に実施するものとする。 

また、樹木内には環境省及び愛媛県レッドデータブックで絶滅危惧種に指定されて

いる植物が数多く生育しており、生物の生息・生育環境については可能な限り保全す

ることを基本とする。 

なお、特定外来種の防除については、除草の実施時期や刈草の運搬及び種子の処分

方法に十分留意し実施する。 

 

③ 河道内生物の生息・生育環境の保全 

● 維持管理目標の設定の観点 

肱川の沿川には、良好な景観や多種多様な動植物が生息・生育しており、河道整備

にあたっては、これらの生物が生息・生育できる環境を守り、人も自然も共生できる

河道整備に努める。 

● 維持管理目標の設定水準 

平常時及び出水後の巡視における目視点検及び別途実施する定期的な環境調査にお

いて、河道内環境の状況の把握に努めるとともに、必要に応じて河道内生物の生息生

育環境の保全に向けた対策を講じるよう努めるものとする。 

また、横断構造物の魚道を維持する他、ワンドを形成しているナゲ（水制）等の伝

統工法の保全を図り、魚の遡上しやすい川づくりを目指すとともに、生物の良好な生

息・生育環境に配慮した多自然川づくりにて河道整備を実施する。 

なお、魚類の遡上できる状態を保全するため、低水流量時において魚類の遡上が可

能な状態を維持することを目的とし、魚道の機能維持にも努める。 
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④ 水質の保全 

● 維持管理目標の設定の観点 

流水の正常な機能の維持を図るため、水質の保全に努めるものとする。特に肱川は

上・中流域に人口が集中しており、全川にわたり生活排水や産業排水が流入しており、

水質の悪化が今後懸念されることから、流域全体における汚濁発生源での負荷量の削

減に関して、県・地方自治体等との連携に努める。 

● 維持管理目標の設定水準 

平常時及び出水後の巡視における目視点検及び定期的(月１回)に実施する水質調査

（自動計測：通年）により、水質の状況の把握に努めるとともに、必要に応じて原因

者に適切な指導、助言を行うよう努めるものする。 

また、肱川水域の水質環境基準Ａ類型の基準値を満足することを目標とし、肱川水

系における「清流保全条例」が平成 14 年 3 月に制定され、様々な機関が参加した「肱

川流域清流保全推進協議会」が平成 14 年 7 月に設立されている。本条例に沿い、流域

全体で川の汚れを少なくするための取り組みを進めることを、水質の保全目標とする。 

 

⑤ 河川美化の推進 

● 維持管理目標の設定の観点 

不法行為等の是正・防止とあわせ、河川美化の推進に努めるものとする。 

● 維持管理目標の設定水準 

河川環境の悪化防止と保全に向け、地域住民や関係機関との連携・協働を図るもの

とする。 
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５．河川の状態把握 

 

５－１．基礎データの収集 

（１）水文・水理等観測 

 ① 雨量観測 

● 実施の基本的な考え方 

治水、利水計画、洪水時の水防活動に資する情報提供、河川管理施設の保全、渇水

調査の適正な実施のため、雨量観測を実施するとともに観測データは水文基礎データ

として活用し、統一河川情報、水文水質データベースを通じ一般に公開する。 

● 実施の場所、回数、密度 

肱川流域全体において、雨量計を配置し観測を実施する。雨量観測所一覧表は「別

紙２」のとおり。 

なお、機器の点検については定期保守点検を月に１回の点検とする外、総合保守点

検を年に１回実施する。テレメータ装置の点検は年に１回の点検とする外、総合保守

点検を年に１回実施する。機器の更新については、雨量桝は５年毎に検定を行い、10

年での更新を基本とし、その他の施設については点検後の内容により対応するものと

する。 

  ● 実施に当たっての留意点 

雨量観測の精度を確保するため、定期的な観測機器の点検を実施するとともに、

観測に支障となる機器周辺の障害物を除去するなど、適切な維持管理を行うものと

する。 

なお、観測データは、防災関係機関並びに一般へ提供を行う重要なデータであり、

機器の故障及び施設の損傷に対して万全を期する必要があるため、点検は外部委託

のみではなく、年１回は水文観測業務規定に基づく総合点検として、事務所職員が

実施するものとする。 

 

② 水位観測 

● 実施の基本的な考え方 

  治水・利水計画検討、洪水時の水防活動、情報提供、河川管理施設の保全、渇水調

整の適切な実施のため、水位観測を実施するとともに観測データは雨量データと同様、

水文基礎データとして活用し、統一河川情報、水文水質データベースを通じ一般に公

開する。 

  ● 実施の場所、回数、密度 

基準観測所及び補助観測所は水防活動や河道計画に最適な地点、計画高水流量の変

化点、主要な合流・分流点毎に水位計を設置する。水位観測所一覧表は「別紙１」の

とおり。 

なお、機器の点検については定期保守点検を月に１回の点検とする外、総合保守点

検を年に１回実施する。テレメータ装置の点検は年に１回の点検とする外、総合保守

点検を年に１回実施する。機器の更新については、点検後の内容により対応するもの

とする。 

  ● 実施に当たっての留意点 

   水位観測の精度を確保するため、定期的な観測機器の点検を実施するとともに、

観測に支障となる機器周辺の障害物を除去するなど、適切な維持管理を行うものと

する。 
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なお、観測データは、防災関係機関並びに一般へ提供を行う重要なデータであり、

機器の故障及び施設の損傷に対して万全を期すため、点検は外部委託のみではなく、

年１回は水文観測業務規定に基づく総合点検として事務所職員が点検を実施するも

のとする。 

 

③ 洪水時の水位・流向・流速・水あたりの把握 

● 実施の基本的な考え方 

洪水時の流れの状況を視覚的に把握し、護岸の被災や洗掘の可能性を検討・予測す

るため、航空写真撮影又は現地調査を実施する。 

● 実施の場所、回数、密度 

肱川・矢落川の直轄管理区間において実施する斜め写真撮影や航空写真撮影に併せ

て調査を実施する（最低５年に１回）。また、はん濫注意水位を超過する出水後に巡

視による目視調査・写真撮影を実施する。 

● 実施に当たっての留意点 

   大規模洪水時には、洪水流撮影等を実施するものとする。 

 

④ 高水流量観測 

● 実施の基本的な考え方 

流量観測は、河川計画の立案や洪水予報等の河川管理の基本をなす重要なものであ

り、長年継続して調査が実施されている。流量観測により得られた水位流量変換式（Ｈ

－Ｑ式）により河道計画の立案や洪水時のリアルタイムによる水位予測等に使われる

ものである。 

  ● 実施の場所、回数、密度 

本川及び矢落川の直轄管理区間において、支川合流や重要な水理状況を知るために

必要な地点を「別紙３」のとおり定める。観測は水防団待機水位（指定水位）を超え

ると予想される時に実施するとともに、河川・砂防技術基準に基づき測線数を設定す

る。 

  ● 実施に当たっての留意点 

高水流量は、Ｈ－Ｑ式作成段階で、バランスよく低水から高水までのデータを確保

するとともに、ピーク時のデータを延滞なく適時に観測を実施する。また、高水にお

ける上昇及び降下部では、水位流量の関係が相違することから、偏りのないよう観測

を実施する。 

 

⑤ 低水流量観測 

● 実施の基本的な考え方 

低水流量観測は、河川環境の整備と保全、生物の生息環境並びに流水の正常な機能

の維持、保全及び渇水等調整の適正な実施のため、河川管理の基本をなす重要なもの

であり、長年継続して調査が実施されている。流量観測により得られた水位流量変換

式（Ｈ－Ｑ式）により、渇水時のリアルタイムによる正常流量監視等に使われるもの

である。 

● 実施の場所、回数、密度 

本川及び矢落川の直轄管理区間において、支川合流や重要な水理状況を知るために

必要な地点を「別紙４」のとおり定める。観測は 月３回程度を目安とするが、出水の

頻度により水位変動が少ない場合等は月２回程度を目安として行う。 

また、異常渇水時には適宜観測するものとする。 



 

35 

● 実施に当たっての留意点 

河川・砂防技術基準に基づき観測を実施し、観測についてはデータをバランスよく

収集するものとする。 

 

⑥ 水質観測 

● 実施の基本的な考え方 

  水質観測は河川水の適正な管理、ならびに河川における生物の生息環境の維持、保

全を図る行うため、調査・観測を実施するものである。 

● 実施の場所、回数、密度 

本川及び矢落川の直轄管理区間において、支川合流や重要な利水施設の状況により

「別紙５」の観測を実施する。また、肱川橋下流の水質自動監視装置により年間を通

じた観測を実施するほか、水質事故等の際には緊急かつ臨機応変に採水分析を行う。 

なお、水質自動監視装置は月に２回程度点検を実施、機器の更新については点検の

内容により対応するものとする。 

● 実施に当たっての留意点 

関係機関との連携を図る。 

 

⑦ 地下水位観測 

● 実施の基本的な考え方 

河川流量や水質汚濁と地下水位の水循環・水収支を検討する場合の基礎資料とする

ため、観測を実施する。 

● 実施の場所、回数、密度 

大洲河川国道事務所構内で観測を実施する。 

● 実施に当たっての留意点 

地下水位計の精度を確保するため、定期的な観測機器の点検を実施するとともに、

観測に支障となる機器周辺の障害物を除去するなど、適切な維持管理を行うものとす

る。 

 

（２）測量 

① 縦横断測量 

● 実施の基本的な考え方 

洪水による災害の発生の防止や適切な許認可等を実施するための河道、堤防の経年

的な状態把握及び洪水後における疎通断面の監視、深掘れ、堆積の状況把握を行うた

め、縦横断測量を実施する。 

● 実施の場所、回数、密度 

本川及び矢落川の直轄管理区間において５年に１回程度実施する。ただし、はん濫

注意水位（警戒水位）を超過する規模の洪水が発生した場合は、護岸・根固め等の被

災状況、砂州の形状等を河川巡視において監視しながら河床の変化が大きい場合に実

施するものとする。 

実施にあたっては直轄管理区間内の２００ｍ間隔に設置した各距離標及び橋梁、堰

等の河川横断施設地点において実施する。 

● 実施に当たっての留意点 

樹木等で流下能力の低下が見受けられる箇所については、密に横断測量を実施する。 
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② 平面測量 

● 実施の基本的な考え方 

洪水による災害の発生の防止や適切な許認可等を実施するための河道、堤防の経年

的な状態把握及び洪水後における疎通断面の監視、深掘れ、堆積の状況把握を行うた

め平面測量（航空写真測量）を実施する。 

● 実施の場所、回数、密度 

   本川及び矢落川の直轄管理区間において概ね５年に１回程度実施する。ただし改修

事業や洪水、沿川の土地利用によって部分的に改変があった場合は部分的な修正を行

うものとする。 

● 実施に当たっての留意点 

洪水による災害発生防止、適切な許認可事務を実施するために必要な箇所は直接地

形測量を実施する。 

 

③ 航空写真撮影 

● 実施の基本的な考え方 

砂州の状況や樹木の状況等、河道の状態を把握するとともに、大規模洪水時に東大

洲地区の暫定堤を越水した場合に、浸水状況を把握するために実施するものとする。 

● 実施の場所、回数、密度 

本川及び矢落川の直轄管理区間において概ね５年に１回程度実施する。洪水におい

てははん濫注意水位（警戒水位）超過の出水後に必要な場合に実施する。 

● 実施に当たっての留意点 

特になし 

 

④ 斜め写真撮影 

● 実施の基本的な考え方 

河道全体とその周辺状況を立体的に把握し、澪筋や砂州など河道の状況やセグメン

トなどの河川特性を総合的に捉えることにより、河道計画、河道管理に活用するため、

必要に応じて斜め写真を撮影する。また、大規模洪水時に東大洲地区の暫定堤防を越

水した場合に、浸水状況を把握するために実施する。 

● 実施の場所、回数、密度 

航空写真測量と併せて実施する。 

● 実施に当たっての留意点 

特になし 

 

⑤ 洪水痕跡調査 

● 実施の基本的な考え方 

洪水痕跡調査は洪水流量や河道特性を把握し、河道計画の立案や基本高水設定のた

めに必要な河川管理の基本となる重要なもので、堤内地側の内水による浸水エリア及

び浸水深についても内水対策の立案をするための調査を実施する。 

● 実施の場所、回数、密度 

本川及び矢落川の直轄管理区間において、はん濫注意水位（警戒水位）超過の出水

後に必要に応じて実施するものとする。 

● 実施に当たっての留意点 

出水直後に早急に実施し、痕跡が消失する可能性がある場合は速やかに竹串等によ

り痕跡を明示するものとする。 
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（３）河道の基本データ 

① 河道特性調査 

● 実施の基本的な考え方 

洪水による災害発生防止、及び河川

環境の整備と保全のために必要な基

礎資料の収集を行うための調査を実

施するものである。 

● 実施の場所、回数、密度 

肱川・矢落川の直轄管理区間におい

て、河道内構造物新設時及び肱川水系

河川整備計画見直し時や、河道の変化

が生じうる出水規模の場合等に、必要

に応じた調査を適宜実施する。 

● 実施に当たっての留意点 

河道特性調査は、既存資料の整理と

現地踏査からなるが、大きく分けて上

記に示す 3つの項目に分類される。目

的にあわせ、必要に応じた調査を選択

する。 

 

② 異常洗掘調査 

● 実施の基本的な考え方 

河川管理施設の安全性の確保のた

め、洪水後に洪水前と比して異常に河床が洗掘している箇所を調査し、次の洪水に備

えるため異常洗掘調査を実施する。 

● 実施の場所、回数、密度 

本川及び矢落川の直轄管理区間において、はん濫注意水位（警戒水位）を超過した

出水後の巡視による目視調査を実施し、必要に応じて簡易測量又は縦横断測量を実施

する。 

● 実施に当たっての留意点 

特になし 

 

③ 土砂堆積調査 

● 実施の基本的な考え方 

河川管理施設の安全性の確保、ならびに流下能力確保のため、洪水後に洪水前と比

して土砂が顕著に堆積している箇所を調査し、次の洪水に備えるため土砂堆積調査を

実施する。 

● 実施の場所、回数、密度 

本川及び矢落川の直轄管理区間において、はん濫注意水位（警戒水位）を超過した

出水後の巡視による目視調査を実施し、必要に応じて簡易測量又は縦横断測量を実施

する。 

● 実施に当たっての留意点 

湾曲部で堆積しやすい如法寺、高河原、中村、慶雲寺箇所等は河川巡視により、月

に 1 回定点からの写真撮影による変状の把握を行うとともに、表面の硬質化や植生に

よる被覆状況を監視する。 

【河道特性調査のための収集資料】 

※護岸の力学設計法 P.10 より抜粋
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④ 河道内樹木調査 

● 実施の基本的な考え方 

洪水による災害の発生の防止及び洪水後に変状を把握して次の洪水に備えるため、

河道内の樹木の繁茂状況を定期的に調査する。 

● 実施の場所、回数、密度 

肱川本川及び矢落川の直轄管理区間の樹林形成区間において、月に１回、目視巡視

による倒木・倒竹の状況、ヤナギ幼木の状況を確認する。樹木拡大範囲を 1～2 年に 1

回調査し、５年に１回程度の頻度で詳細調査を実施する。 

● 実施に当たっての留意点 

巡視等で定点観測を行い、河道全体の樹木の把握に努める。 

 

⑤ 中州・砂州の発生箇所、移動状況の継続調査 

● 実施の基本的な考え方 

土砂の堆積による洪水流下の阻害、砂州の形成による堤防前面の河床洗掘等、河道

の土砂堆積による治水上の支障を調べるため、調査を継続的に実施する。洪水による

災害の発生の防止及び洪水後に変状を把握して次の洪水に備える。 

● 実施の場所、回数、密度 

直轄管理区間において実施する航空写真撮影及び定期縦横断測量結果を参考とし、

肱川本川距離標 5k400 より上流の砂州形成区間において、堤防の出水期前点検、出水

後点検と併せて実施する。 

● 実施に当たっての留意点 

特になし 

 

⑥ 河口閉塞の状態監視 

● 実施の基本的な考え方 

洪水による災害発生防止のための河道の状況把握及び洪水後における河道の変動状

況を把握するため、河口部の状況監視を行う。洪水による災害の発生の防止及び洪水

後に変状を把握して次の洪水に備える。 

● 実施の場所、回数、密度 

河口部は洪水時のフラッシュ対策として砂州の高さを管理する必要があるため、通

常及び出水期前後の巡視による目視調査及び高さ測定を実施するものとする。 

毎年、出水期前及び大規模出水後に横断測量を継続して調査を実施する。また、１

ヶ月に１回程度、大潮の干潮時に定点からの写真撮影を実施し、洪水時においてはＣ

ＣＴＶによりフラッシュの状況を監視する。 

● 実施に当たっての留意点 

特になし 

 

⑦ 堤防断面調査 

● 実施の基本的な考え方 

河川堤防の築造時期が不明なものや河床材などによる施工がされている場合、漏水

や破堤に繋がることが懸念される。河川堤防における堤防断面の土層及び土質構成等、

河川堤防の浸透に対する安全性の評価及び法面の安定性を評価するため、洪水時に漏

水が発生した箇所や堤防開削などにより工事が実施される場合にあわせて、堤防断面

調査を実施する。 

● 実施の場所、回数、密度 
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本川及び矢落川の直轄管理区間において、洪水時に漏水が発生した箇所や樋門工事

等による堤防開削工事の実施及びボーリング調査を行う場合等にあわせて実施する。 

● 実施に当たっての留意点 

特になし 

 

（４）河川環境の基本データ 

① 河川水辺の国勢調査 

● 実施の基本的な考え方 

河道内における環境保全、各種生物の生育・生息状況及びその環境等に関する情報を

把握するため、調査を行う。 

● 実施の場所、回数、密度 

本川及び矢落川の直轄管理区間において、下記のスケジュールで河川水辺の国勢調査

を実施する。 

【 河川水辺の国勢調査スケジュール 】 

河川名 管理区間 H23 H24 H25 H26 H27 

肱川 0km～20.0km ●植物 

 

●魚類 

 

●底生生

物 

 

●植生図 ●鳥類 

●空間利

用実態調

査 

矢落川 0km～ 4.2km 

 

【環境調査実施の頻度】 

・鳥類の繁殖場調査（河道内樹木調査）：５年に１回河川水辺の国勢調査時に詳細調査を

実施 

・植生外来種調査（植物調査）：５年に１回河川水辺の国勢調査時に詳細調査を実施 

・魚類調査：河川水辺の国勢調査として５年に１回実施 

・底生動物調査：河川水辺の国勢調査として５年に１回実施 

・植物調査：河川水辺の国勢調査として５年に１回実施（そのうち植物相調査は１０年に

１回実施） 

・鳥類調査：河川水辺の国勢調査として１０年に１回実施 

・両生類・爬虫類・哺乳類調査：河川水辺の国勢調査として１０年に１回実施 

・陸上昆虫類調査：河川水辺の国勢調査として１０年に１回実施 

・河川空間利用実態調査：河川水辺の国勢調査として３年に１回実施 

 

● 実施に当たっての留意点 

外来種についての情報を流域住民へ周知し、有識者などの関係者の意見を徴収し、実

施する。また、国勢調査と同時期に下記の調査を別途必要に応じて実施する。 

・アユの仔稚魚（産卵場）調査 

・鳥類の繁殖場調査 

・植生外来種調査 

 

② 河川環境情報図の作成 

● 実施の基本的な考え方 

河道内における環境保全、各種生物の生育・生息状況及びその環境等に関する情報を

把握するため、河川環境情報図の作成を行う。 

● 実施の場所、回数、密度 
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本川及び矢落川の直轄管理区間において、河川水辺の国勢調査と併せ河川環境に関す

る情報の整理、取りまとめ、更新を実施する。 

● 実施に当たっての留意点 

工事担当者及び請負者、さらには設計者との情報共有を図る。 

 

③ 河川管理基図の作成 

● 実施の基本的な考え方 

適正な河川管理を行うにあたっての技術的判断を行い、許認可の基準となる河道形

状等を示す河川管理用図面を河川整備基本方針及び肱川水系河川整備計画に基づき作

成する。 

● 実施の場所、回数、密度 

肱川水系河川整備計画の変更が生じた場合に実施する。 

● 実施に当たっての留意点 

定期横断測量は 200m 毎の断面しかないため、個別の許認可施設については、別途協

議を実施する。肱川水系河川整備計画見直し時にあわせて作成するものとする。 

 

（５）観測施設、機器の点検 

① 水文観測施設の点検 

● 実施の基本的な考え方 

水文観測施設は洪水時及び渇水時における雨量、水位データを把握するために設置

された施設であり、その必要性から機能を万全に果たすよう努める。水位・雨量等の

観測施設が所用の機能を発揮出来るよう、年間を通じた施設の点検を実施する。 

● 実施の場所、回数、密度 

「別紙 10」に示す水文観測施設において、月１回以上の定期点検及び年１回以上の

総合点検を実施するとともに、はん濫注意水位を超過した出水後においては必要に応

じて適宜実施するものとする。 

なお、損傷や変状及び異常が発見された場合には補修による対策を実施する。 

● 実施に当たっての留意点 

点検は、水文観測業務規定に基づき、年点検及び月点検を実施する。また、点検は

外部委託のほか年１回は事務所職員が実施するものとする。 

水位・雨量観測データは、防災関係機関並びに一般へ提供を行う重要なデータであ

り、機器の故障及び施設の損傷に対して万全を期すため、保守点検において施設に異

常等が確認された場合や、施設の故障等による観測精度の低下が確認された場合には、

施設の補修又は機器の更新を実施する。 
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５-２．堤防点検等のための環境整備 

（１）堤防点検、あるいは河川の状態把握のための環境整備 

① 堤防除草（堤防監視の条件整備） 

● 実施の基本的な考え方 

堤防除草は洪水による災害の発生の防止のため実施される堤防総点検時に堤防の状

況を把握するために実施される。近年では外来種による国内の生物環境に対して影響

を与えていることもあり、これらの駆除対策の役割も担っている。 

また、草丈の高い雑草の繁茂による土壌緊張力の低下と土壌腐食化防止の観点から

も、除草を実施するものとする。 

● 実施の場所、回数、密度 

本川及び矢落川は出水期前及び台風期の堤防の点検に支障がないよう年２回実施す

る。 

【 年間の除草と点検予定 】 

 1 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11 月 12 月

除草             

出水期前及び台風

期の点検 

            

出水時及び出水後

の点検 

            

 

● 実施に当たっての留意点 

堤防天端等に占用道路が存在する区間については、道路管理者との管理協定に基づ

き除草を実施する。 

また、特定外来種範囲の除草については、その実施時期、処理方法に十分留意する。 

 

② 高水敷除草（施設監視の条件整備） 

● 実施の基本的な考え方 

高水敷除草は河川管理施設の状態を点検するため必要に応じて実施する。 

● 実施の場所、回数、密度 

堤防除草に合わせて行う。 

● 実施に当たっての留意点 

特定外来種範囲の除草については、その実施時期、処理方法に十分留意する。 

 

③ 除草後の集草 

● 実施の基本的な考え方 

放火等による火災の防止や洪水時に下流に流されることの無いよう除草後早期に全

ての区間で集草を実施する。 

● 実施の場所、回数、密度 

除草毎に実施する。 

● 実施に当たっての留意点 

集草した刈草は、梱包を行い地域住民等へ配布を行うことで処分費の削減を図る、

とともに最終処分が必要なものについては、自治体と連携し、廃棄物処理法に基づき

適切に処分する。 

特に、特定外来種の防除として実施した刈草の運搬及び種子の処分方法については、
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法律に則り適切に対応するものとする。 

草丈が高く根が深い有害な雑草が繁茂・定着しないよう必要な除草を行う。 

 

５－３．河川巡視 

（１）平常時の河川巡視 

平常時に河川管理の一環として定期的・計画的に河川を巡回し、その異常及び変化

等を発見し、概括的に把握するために必要な事項を定めることにより、適正かつ円滑

な河川巡視の実施を図り、適正な河川管理を行う。 

平常時においては、河川巡視要領ならびに下表の内容で巡視を行い、出水時におい

ては、堤防、洪水流、河道内樹木、河川管理施設及び許可工作物、堤内地の浸水等の

状況を概括的に把握するために実施する。 

なお、通常巡視は２名以上で行うこととし、巡視項目を定めた「別紙 11」の内容に

沿って河川巡視を実施する。 

 

● 実施の基本的な考え方 

平常時の河川巡視は河川維持管理の基本をなすものであり、定期的、計画的に河川

を巡回し、その異常及び変化等を概括的に把握するために行うものである。 

● 実施の場所、回数、密度 

本川及び矢落川の直轄管理区間において、平常時の河川巡視は、車上巡視を主とす

る一般巡視を週２日実施する。また、目的別巡視を週３日程度実施し、必要に応じて

休日・夜間巡視を実施する。 

● 実施に当たっての留意点 

河川利用が活発な箇所については、利用者の安全確保の観点からも巡視を行う。 

なお、堤防天端等に占用道路が存在する下記区間において、堤防等に異常を発見し

た場合には、管理者に是正を行うよう要請する。 

 

【 天端占用道路一覧 】 

河川名 左右岸 距離標 路線名 管理者

肱川 右岸 1k182 ～  1k400 主要地方道大洲長浜線 愛媛県

肱川 左岸  8k070 ～  8k660 主要地方道長浜中村線 愛媛県

肱川 右岸 12k400 ～ 12k600 主要地方道大洲長浜線 愛媛県

肱川 左岸 12k450 ～ 13k850 主要地方道長浜中村線 愛媛県

肱川 右岸 13k008 ～ 13k600 主要地方道大洲長浜線、菅田五郎停車場線 愛媛県

肱川 右岸 13k670 ～ 13k950 主要地方道大洲長浜線 愛媛県

肱川 左岸 13k925 ～ 16k280 主要地方道長浜中村線 愛媛県

肱川 右岸 16k527 ～ 16k845 市道寺前堤防線 大洲市

肱川 右岸 18k760 ～ 18k847 一般国道 197 号線 愛媛県

矢落川 左岸  3k040 ～  4k200 一般国道 56 号線 国交省

 

（２）出水時の河川巡視 

● 実施の基本的な考え方 

洪水及び高潮による出水時には必要な区間の河川巡視を行い、概括的な河川の状態

把握を迅速に行うものとする。 

● 実施の場所、回数、密度 
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肱川では有堤区間が多いこと等から、はん濫注意水位（警戒水位）を上回る規模の

洪水及び顕著な高潮の発生時に、出水が生じている区間を対象として河川巡視を行う。 

 

● 実施に当たっての留意点 

許可工作物については出水時に撤去すべき工作物に留意するよう努める。河川巡視

により漏水や崩壊等の異常が発見された箇所においては、直ちに水防作業や緊急的な

修繕等の適切な措置を講じる必要があるため、市町村等との情報連絡を密にする。 

なお、必要に応じて市町村等を通じて水防団の活動状況等を把握する。 

 

５-４．点検 

（１）出水期前、台風期、出水中、出水後等の点検 

 

① 堤防の点検（堤体、法面、天端、堤脚部、坂路等） 

● 実施の基本的な考え方 

河川の出水期前に河川区域及び河川構造物の各施設の異常を把握するとともに、緊

急的に補修等すべきもの及び出水期間中に経過観察が必要な箇所を抽出するため、職

員が徒歩による点検を実施する。また、出水後において重点区間の異常把握や出水期

前に経過観察が必要な箇所を徒歩により再点検する。 

● 実施の場所、回数、密度 

本川及び矢落川の直轄管理区間において、堤防の点検は、出水期前、台風期、必要

に応じて出水中、出水後で実施する。出水期前の点検については、徒歩による目視点

検を２名以上の班を編制して実施する。必要に応じて水防団、自治体など関係機関と

合同で実施する。 

 

イ）出水期前 

出水期前には「別紙６」の重点区間を特に重点的に点検する。 

ロ）台風期（出水期前と同様の点検） 

出水期前には「別紙６」の重点区間を特に重点的に点検する。 

ハ）出水中 

出水中の河川の状態把握は、河川巡視により実施することを基本とする。 

はん濫注意水位（警戒水位）を上回る出水があった場合に点検を実施する。 

ニ）出水後 

 はん濫注意水位（警戒水位）を上回る出水があった場合に点検を実施する。 

 

● 実施に当たっての留意点 

堤防天端等に占用道路が存在する下記区間において、堤防等に異常を発見した場合

には、管理者に是正を行うよう要請する。 

出水中においては、特別巡視班を編成する。特に、堤防点検重点箇所及び新堤防に

ついては注意する。 

出水後の点検時期と台風期の点検時期が重なる場合には、除草のタイミングも考慮

して、両者を合わせて効率的に実施する。  

なお、出水後の点検については、設定した出水規模に達しない区間を点検対象から

除くことも、その都度検討する。 
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② 漏水調査 

● 実施の基本的な考え方 

過去の漏水実績及び堤防付近における地形分類を踏まえ、出水時に発生する漏水の

状況を把握するとともに、発生した漏水に対して適切な対応を講じるため、調査を実

施する。 

● 実施の場所、回数、密度 

本川及び矢落川の直轄管理区間において、過去の漏水履歴や旧河道の箇所「別紙６」

を出水期前及び出水中、出水後に調査を実施する。 

なお、巡視による調査結果を踏まえ、必要に応じて詳細調査を実施するものとする。 

● 実施に当たっての留意点 

漏水履歴がある箇所や旧河道箇所において重点的に調査を実施することを基本とす

るが、過去の漏水実績及び堤防付近における地形分類を把握するとともに、新たな漏

水情報を把握した場合には適宜情報を追加するものとする。 

なお、漏水調査及び検討については、有識者等と連携して実施するものとする。 

 

③ 堤防モニタリング調査 

● 実施の基本的な考え方 

計画高水位以下の水位時における堤防の浸透作用及び侵食作用に対する安全性・信

頼性を維持、高めていくと同時に、堤防管理の充実強化を図るため、目視によるモニ

タリング調査を実施する。 

● 実施の場所、回数、密度 

本川及び矢落川の直轄管理区間において、出水期前、出水期後に「河川堤防モニタ

リング技術ガイドライン（案）」、ならびに「堤防等河川管理施設及び河道の点検要

領案」に基づき実施する。変状があれば、モニタリング頻度を増加させ、原因の究明

等を実施する。 

● 実施に当たっての留意点 

モニタリング結果は、電子化・データベース化することとし、得られた情報は定期

的に蓄積・分析を行ったうえ、各種技術基準の改定に反映させるとともに、堤防の管

理技術の高度化に寄与させる。 

 

④ 護岸・根固等（高水護岸・低水護岸・根固め・護床工等）の点検 

● 実施の基本的な考え方 

河川管理施設として整備された諸施設は洪水時に国民の生命財産を守るために重要

な施設であり、洪水時にはその機能を万全に果たす必要があることから、年間を通じ

た点検を実施する。 

● 実施の場所、回数、密度 

本川及び矢落川の直轄管理区間において、出水期前、台風期、必要に応じて出水中、

出水後で実施するものとし、堤防の点検とあわせて実施するものとする。 

● 実施に当たっての留意点 

「堤防等河川管理施設及び河道の点検要領案」に基づき実施する。 

 

⑤ 洪水時に漂着する障害物の除去 

● 実施の基本的な考え方 

出水の際に大量の流木等の障害物が漂着し、河川管理及び河川利用において支障と

なるほか、河川環境の悪化も招くことから、早期の除去を実施する。 
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● 実施の場所、回数、密度 

肱川・矢落川の占用区間をのぞき、河川管理施設に支障となる等と判断した場合に

実施する。 

● 実施に当たっての留意点 

再利用が可能な流木等については、コスト縮減のため小割りし、一般配布を考慮す

る。 

 

（２）地震後の点検 

①堤防の地震時点検 

● 実施の基本的な考え方 

地震時における堤防の異常及び変状等を早期に把握するため、巡視・点検を実施 

する。 

● 実施の場所、回数、密度 

地震時（「観測地点：大洲市」で、管轄内震度が４以上の場合）においては、前記

の河川巡視のほか、別途編成する特別巡視班による巡視・点検（一次・二次）を実施

するものとする。 

「一次点検」：迅速な被害の概況把握、車上からの目視点検を基本とする。 

「二次点検」：詳細な災害状況の把握、必要に応じて徒歩による。 

また、震度４の地震が発生した場合は、以下のいずれかに該当する場合には１次点

検を実施し、重大な被害が確認された場合は２次点検を行う。以下に該当しない場合

は、通常時の河川巡視により点検を実施する。 

イ）出水によりはんらん注意水位に達する恐れのある場合 

ロ）既に河川管理施設等が被災しており、新たな被害の発生が懸念される場合 

地震発生後の点検実施日についてただちに点検の必要がないと判断した場合は、当

日または翌日(翌日が閉庁日の場合は次の開庁日。ただし地震発生後３日以内とする。)

に、通常の河川巡視を実施する。 

なお、ただちに点検の必要があると判断した場合は、特別巡視を実施し、点検結果

を報告する。 

● 実施に当たっての留意点 

地震時においては、特別巡視班を編成する。特に、堤防点検重点箇所及び新堤防に

ついては注意を要する。 

肱川河口部は津波遡上が想定されるため、地震後点検に当たっては、津波の発生情

報に留意するとともに、事前に「津波避難箇所」や「避難ルートの確認」を行い、「緊

急時連絡体制表、連絡用携帯機器」を必ず保持する。点検中に津波警報が発令された

場合や激しい揺れを感じた場合は、まず避難場所に避難し、その後、情報連絡に努め

る。警報発令中は点検員の安全確保のため点検を実施せず、警報解除後に点検を実施

することを基本とする。 

 

②地震時の河川管理施設（樋門・樋管等）の点検 

● 実施の基本的な考え方 

樋門・樋管等の河川管理施設が安全かつ確実に所要の機能が発揮できるよう、地震

に備えて「点検」を実施する。操作は基本的に自治体委託による機側操作であるが、

非常時に備え遠隔操作の訓練を実施する。 

● 実施の場所、回数、密度 

肱川・矢落川の直轄管理区間において、樋門・樋管の点検を実施する。 
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地震時（管轄内震度が４以上の場合）においては、前記の河川巡視のほか、別途編

成する特別巡視班による巡視・点検を実施するものとする。 

地震発生後の点検実施日についてただちに点検の必要がないと判断した場合は、当

日または翌日(翌日が閉庁日の場合は次の開庁日。ただし地震発生後３日以内とする。)

に、通常の河川巡視を実施する。 

なお、ただちに点検の必要があると判断した場合は、特別巡視を実施し、点検結果

を報告する。 

直轄管理区間の河川管理施設「別紙７」については、上記により施設全体への外的

要因による異常、損傷の「点検」を実施する。 

なお、点検方法は「目視」による方法を中心に行い「臨時点検」において何らかの

異常、不具合が確認された場合は、専門技術者による「保全・整備」を実施する。 

また、必要に応じて「ＣＣＴＶ／遠隔監視操作制御装置」にて設備状態確認、カメ

ラによる周辺確認、遠隔操作による「開・閉」操作による動作確認を実施する。 

● 実施に当たっての留意点 

肱川河口部は津波遡上が想定されるため、地震後点検に当たっては、津波の発生情

報に留意するとともに、事前に「津波避難箇所」や「避難ルートの確認」を行い、「緊

急時連絡体制表、連絡用携帯機器」を必ず保持する。点検中に津波警報が発令された

場合や激しい揺れを感じた場合は、まず避難場所に避難し、その後、情報連絡に努め

る。警報発令中は点検員の安全確保のため点検を実施せず、警報解除後に点検を実施

することを基本とする。 

なお、機械設備について専門技術者による「点検」を実施する場合は、下記のマニ

ュアル及び関連の技術指針、要領等に基づき実施するものとする。 

１）河川用ゲート・ポンプ設備点検・整備・更新検討マニュアル（案）について：平

成 20 年 3 月 31 日，国総施第 270 号，国河治保第 8 号，施工環境技術推進室長，

河川保全企画室長 

２）ゲート点検・整備要領（案）：ゲート点検・整備要領検討委員会編，（社）ダム・

堰施設技術協会，平成 7 年 1 月 

３）揚排水機場設備点検・整備指針（案）の制定について：平成 20 年 6 月 27 日，国

技電第 56 号，国総施第 111 号，国河治第 151 号，技術調査課長，建設施工企画

課長，治水課長 

４）ダム・堰施設技術基準（案）：平成 21 年 6 月 12 日，国技電第 10 号，国総施第

17 号，国河治第 26 号 

５）電気通信施設点検（案）：平成 21 年 12 月 18 日，国技電第 26 号 

 

（３）親水施設等の点検 

① 河川利用者の安全確保点検（護岸・坂路・散策路・手すり・天端道路等） 

● 実施の基本的な考え方 

河川は多くの人々に利用され、近年、親水施設の利用やカヌーなどレクリエーショ

ンとしての水面利用が増加している。河川利用者が、公園その他の施設を安全に利用

するとともに未然に事故発生を防止するために、安全確保点検を実施する。 

● 実施の場所、回数、密度 

肱川・矢落川の直轄管理区間において、本川及び矢落川の直轄管理区間で数多く利

用される「別紙９」の場所において、ゴールデンウィーク前及び夏休み前に実施する。

また、船上巡視は冬季を除き月１回を目処に実施する。地震発生後の点検については

（２）に準ずる。 
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● 実施に当たっての留意点 

点検において、占用施設に支障が確認された場合には、管理者に是正を行うよう要

請するとともに、是正の有無について確認を行うものとする。 

 

（４）機械設備を伴う河川管理施設の点検 

① 河川管理施設（樋門・樋管等）の点検 

● 実施の基本的な考え方 

河川管理施設として整備された諸施設は洪水時に国民の生命財産を守るために重要

な施設であり、洪水時にはその機能を万全に果たすよう努める。 

樋門（樋管）等の河川管理施設が安全かつ確実に所要の機能が発揮できるよう、年

間を通じた点検を実施する。操作は基本的に自治体委託による機側操作であるが、非

常時に備え遠隔操作の訓練を実施する。 

● 実施の場所、回数、密度 

本川及び矢落川の直轄管理区間に設置してある「別紙７」の河川管理施設において、

樋門操作員及び専門技術者により点検を実施する。 

樋門操作員による目視を主眼とした点検（6 月～10 月：２回／月、11 月～5 月：１

回／月）及び目視及び管理運転点検：17 回程度／年）と、機械設備の専門業者による

計測・診断に基づいた保守点検（年点検：１回／年、自家発点検：２回／年、を実施

するものとする。 

「年点検」の実施は、出水期までの間に年１回実施するものとし「目視・触診・聴

診・動作確認」等以外に「各種計測機器による測定」を実施し測定結果の判断及び過

去の点検・整備記録との対比等による傾向管理を実施する。 

また、「定期点検」の実施に併せ「遠隔監視操作制御装置」も伝送状態、カメラ画

像・動作、遠隔操作による「開・閉」動作確認を実施する。 

なお、各設備については、何らかの異常が発生した場合、必要に応じ「臨時点検」

を実施する。「点検」において何らかの異常、不具合が確認された場合は、専門技術

者による「保全・整備」を実施する。 

● 実施に当たっての留意点 

武田川樋門、都谷川排水樋門については、出水期前に職員の遠隔操作訓練を実施す

る。 

機械設備について専門技術者による「点検」を実施する場合は、下記のマニュアル

及び関連の技術指針、要領等に基づき実施するものとする。 

 

１）河川用ゲート・ポンプ設備点検・整備・更新検討マニュアル（案）について：平

成 20 年 3 月 31 日，国総施第 270 号，国河治保第 8 号，施工環境技術推進室長，

河川保全企画室長 

２）ゲート点検・整備要領（案）：ゲート点検・整備要領検討委員会編，（社）ダム・

堰施設技術協会，平成 17 年 1 月 

３）揚排水機場設備点検・整備指針（案）の制定について：平成 20 年 6 月 27 日，国

技電第 56 号，国総施第 111 号，国河治第 151 号，技術調査課長，建設施工企画

課長，治水課長 

４）ダム・堰施設技術基準（案）：平成 21 年 6 月 12 日，国技電第 10 号，国総施第

17 号，国河治第 26 号 

５）電気通信施設点検（案）：平成 21 年 12 月 18 日，国技電第 26 号 
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（５）許可工作物の点検 

① 許可工作物 

● 実施の基本的な考え方 

許可工作物の適正な維持管理と使用（利用）状況について、平常時、出水時・地震

時点検によって河川管理上の支障が生じないよう、占用者による点検を行うものとす

る。また、河川巡視の結果等により必要に応じて設置者へ点検の指導等を実施する。 

● 実施の場所、回数、密度 

本川及び矢落川の直轄管理区間に設置してある「別紙８」の許可工作物において、

河川巡視を行い、適宜、設置者へ指導する。 

点検は、出水期前（４月～５月）において、必要に応じて占用者と合同で点検を実

施するものとする。 

また、はん濫注意水位を超過した出水後において実施する巡視においても、施設の

状況把握を行うものとする。 

● 実施に当たっての留意点 

河川管理施設に求められる水準に照らす等により施設の安全性が不十分と判断され

る場合には、早急に改善するよう指導監督を実施するものとする。 

また、出水時に河川区域外に撤去すべき施設が存在する場合は、点検時に撤去計画

の確認を行うとともに、必要に応じて、河川管理者立ち会いの下、設置者による撤去

の演習を実施する。 

 

５－５．河川カルテ 

（１）河川カルテの作成 

● 実施の基本的な考え方 

洪水等による災害発生の防止又は軽減を図るため、河川管理施設等を良好な状態に

保ちその適正な機能が発揮されるよう、河川で発生する異常、変状や維持補修の経緯

の情報を継続的に蓄積するため河川カルテを作成する。 

● 実施の場所、回数、密度 

本川及び矢落川の直轄管理区間における河川管理施設を対象に、河川カルテ作成要

領に基づき作成する。河川カルテの見直しについては出張所長が判断し、追加・修正

等は点検の都度行うことを基本とする。 

● 実施に当たっての留意点 

改修工事等による改変箇所や機械設備の点検内容については、日常の巡視をはじめ

担当課と連携して記載する。 

なお、河川カルテに取得したデータは膨大なものとなるため、効率的にデータ管理

が行えるよう、データベース化して蓄積するよう努める。 

 

５－６．河川の状態把握の分析、評価 

（１）河川の状態把握の分析、評価 

河川維持管理は、経験に基づく知見の集積に技術的には強く依存しており、河川カ

ルテを活用してその内容を分析・評価することは、効果的・効率的な維持管理として

いく上で重要である。また、現地における変状を空間的・時間的に記録した資料であ

る河川カルテは、河川工学等の技術的な基礎資料としても有用である。河川カルテに

蓄積された内容とその分析・評価の結果が、河川維持管理計画あるいは毎年の実施内

容の変更、改善に反映されるように、サイクル型の河川維持管理を進めていく。 
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６．具体的な維持管理対策 

 

６－１．河道の維持管理対策 

（１）河道流下断面の確保・河床低下対策及び河岸の対策 

 ① 河道の堆積土砂対策について 

河川巡視や縦横断測量、河道内樹木調査及び水理計算等により流水の阻害又は流下

能力の減少が確認された場合には、河道維持を実施する。 

肱川水系河川整備計画では、上下流の治水安全度のバランスを図りながら整備を進

めており、計画高水位より低い暫定堤防区間は、出水時に越水しやすいことから越水

状況や浸水被害状況が速やかに把握できるようＣＣＴＶによる監視や越水後の堤防の

変状を把握し、河道維持を行う。 

   

● 河口砂州対策 

出水期前及び大規模出水後に実施される横断測量の結果により、砂州高が TP+2.53m

を越え影響が大きい場合に維持掘削を実施する。 

 

● 土砂堆積対策 

湾曲部の如法寺、高河原、中村、慶雲寺箇所等において局所的に堆積している箇所

があることから、定点からの写真撮影による変状の把握や出水後に土砂堆積調査を実

施し、異常な堆積が確認された場合は、必要に応じて維持掘削を実施する。 

また、河川巡視等により堆積土砂表面の硬質化や植生による被覆が確認された場合

は、適宜表面掘削等を実施する。 

 

洪水時に機動的かつ安全に掘削するた

めの無人バックホウの掘削訓練 

中小洪水でのフラッシュを促進する砂州

の掘削（水路の設置） 

【河口砂州管理対策工】 

現 在

肱川

現 在

肱川

植生の除去、河床をほぐす。

【土砂堆積管理対策工】 
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 ② 河床低下、洗掘対策について 

砂州の単列化等に伴い、河床の低下又は局所洗掘が発生した場合には、その状況に

応じ河床整正や根固等にて、適切に対応する。 

 

（２）樹木の対策 

 ① 河道内樹木（竹林）伐採 

河畔林保全整備計画に基づき、基本的に５年に１回の詳細調査や、毎年実施する概

略調査により著しい樹木の拡大等が確認された場合については、適宜樹木伐採を実施

するとともに根切り等の拡大防止対策を実施する。その他、樋門等の河川管理施設に

対して根が悪影響を与えている樹木や倒伏及び流出する恐れがある場合についても伐

採を実施する。 

 

 

なお、伐採の実施にあたっては特定種及び貴重種の生息状況を考慮するとともに、

伐採木のリサイクル方法の検討を実施する。伐採により発生した樹木等については小

割り等を行い、地域住民に無料提供を行うことで処分費のコスト縮減を図る。 

 

① ③ ④ ⑤
⑥

⑦

②

峠

若宮五郎

八多浪

① ③ ④ ⑤
⑥

⑦

②

峠

若宮五郎

八多浪

【 肱川河道樹木の状況と位置 】 
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６－２．施設の維持管理対策 

 

（１）堤防 

出水期前及び台風期の点検に支障とならないよう堤防除草等を実施し、点検可能な

状態に維持するものとする。コスト縮減に努めるものとし、刈草の配布等について継

続的に実施する。平常時、出水期前・出水後及び地震後の巡視・点検において状態の

変化が確認された場合は、その状態変化に対する診断・評価を行うとともに評価結果

に基づいて応急復旧又は補強等の対策を実施する。 

また、出水時において堤防漏水及び洗掘等が確認された場合には、漏水被害の拡大

防止に向けた適切な対応を早期に実施するものとする。 

 

 ① 土堤（堤防の監視及び補修） 

  ● 堤体 

暫定堤防の洪水時の越水状況や浸水被害状況をＣＣＴＶで監視する。暫定堤防裏の

河畔林については、通路に支障をきたす場合あるいは減勢効果に支障をきたす場合等

に、枝打ちまたは剪定を実施する。また、河川巡視による通常点検及び職員による出

水期前、出水後点検において、堤防の浸食破壊、浸透破壊に結びつく変状がないか確

認し、目視により変状が確認された場合は応急復旧により被害防止に努めるとともに、

必要に応じて堤防補強等の対策を実施する。 

なお、堤防にクラック、わだち、裸地化、湿潤状態等の変状が見られた場合は、点

検等による当該箇所の状況把握を継続するとともに必要に応じて原因調査を行う。そ

の上で、堤防として必要な耐浸食、耐浸透、耐震機能等が低下していると判断された

場合は、必要な対策を実施する。 

  ● 除草 

  ａ)堤防除草（堤防監視の条件整備） 

  ・実施の基本的な考え方 

洪水による災害発生防止のため堤防点検を実施するとともに、点検において確認し

た異常に対して適切な対応を講じるため、堤防除草を実施する。 

また、近年における特定外来種の駆除対策、ならびに草丈の高い雑草の繁茂による

土壌緊張力の低下と土壌腐食化防止の観点からも、除草を実施するものとする。 

  ・実施の場所、回数、密度 

本川及び矢落川は、出水期前及び台風期の点検に支障とならないよう年２回実施す

る。 

  ・実施に当たっての留意点 

堤防天端等に占用道路が存在する区間については、道路管理者との管理協定に基づ

き除草を実施する。 

また、特定外来種範囲の除草については、その実施時期、処理方法に十分留意する。 

 

  ｂ）高水敷除草（堤防監視の条件整備） 

  ・実施の基本的な考え方 

高水敷除草は河川管理施設の状態を点検するため必要に応じて実施する。 

  ・実施の場所、回数、密度 

河川管理施設点検に合わせて行う。 

  ・実施に当たっての留意点 

特定外来種範囲の除草については、その実施時期、処分方法に十分留意する。 
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ｃ）除草後の集草 

  ・実施の基本的な考え方 

刈草の飛散及び洪水時の流下に伴う河川管理上の影響を防止及び、放火による火災

発生の防止するため、除草後早めに集草を実施する。 

  ・実施の場所、回数、密度 

肱川・矢落川の直轄管理区間における堤防及び高水敷除草区間において、除草毎に

集草を実施する。 

  ・実施に当たっての留意点 

集草した刈草は、梱包を行い地域住民等へ配布を行うことで処分費の削減を図ると

ともに最終処分が必要なものについては、自治体と連携し、廃棄物処理法に基づき適

切に処分する。 

特に、特定外来種の防除として実施した刈草の運搬及び種子の処分方法については、

法律に則り適切に対応するものとする。 

草丈が高く根が深い有害な雑草が繁茂・定着しないよう必要な除草を行う。 

  ● 天端 

天端は堤体の耐浸透機能から見ると降雨の広い浸入面になる。そのため、雨水の堤

体への浸透制御や河川巡視の効率化等の観点から、未舗装の天端補修等の際には天端

を可能な限り簡易舗装を含めて舗装していく。 

天端の法肩部は、堤体構造上、緩みやクラックが発生しやすい箇所であることから、

点検あるいは河川巡視などにおいて変状を把握し、堤防の機能に支障が生じないよう

に適切に維持管理するものとする。 

  ● 坂路・階段工 

変状を発見した場合には、速やかに補修等の対応を行うことを基本とする。局部的

な脱石、変形、沈下等が起こりやすいので、巡視や点検によって異常を発見し、適切

に維持管理するものとする。 

  ● 堤脚水路 

排水機能が確保されるよう、定期的に清掃等の維持管理を行い、異常を発見したと

きはすみやかに補修する。 

  ● 側帯 

不法投棄や雑木・雑草の繁茂を防ぐ等、良好な盛土として維持管理を行う。 

  

 ② 特殊堤 

  ● 胸壁構造の特殊堤 

天端高が確保されているか、基礎部に空洞は発生していないか、胸壁が傾いてない

か、コンクリートの損傷やクラックが発生していないか等について点検し、異常を発

見した場合には適切に補修等を行うものとする。 

 

（２）護岸・根固め・水制工 

護岸・根固め・水制工等は、堤防保全機能、河岸防御機能等の目的が発揮できるよ

う適正に維持管理を行う。維持管理に当たっては、環境の保全・整備にも配慮してい

く。 

点検計画に基づく点検において状態の変化が確認された場合は、その状態変化に対

する診断・評価について、河川健全度評価を行うとともに評価結果に基づいて応急復

旧又は修繕等の対策を実施する。対策は、施設の経過年数や損傷の程度を考慮して計
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画的に実施するものとする。 

 

（３）樋門等 

樋門・樋管は、堤防としての機能、逆流防止機能、取水・排水及び洪水の流下機能

が保全されるよう維持管理を行う。樋門操作員及び専門技術者による施設・設備の点

検において、施設の変状や機能不全による浸水被害の拡大がないよう確認し、異常が

確認された場合は早急に対策を実施する。  

また、各施設の機械設備の耐用年数等を考慮し、計画的な施設の修繕・更新に努め

る。 

樋門・樋管においては、門柱や函渠と盛土との境界面に沿って水みちが形成され、

漏水等の発生のおそれがあるため、点検時に留意する。なお、直轄管理の樋門につい

ては５年に一回の頻度でクラック調査を行うことを基本とし、クラックの状況・地盤

の状況等を勘案し、空洞化調査も必要に応じて実施する。 

ゲート設備については、当該設備の維持管理計画に基づき「定期点検」を実施し、

その「健全度評価」結果により状態の変異、不具合並びに機能低下等が確認された場

合は、その変異等に対する診断・評価を実施し、評価結果に基づいて「修繕」、「取

替」並びに「更新」等の対策を実施する。また、操作・監視、電源装置等の制御機器

は信頼性確保から「予防保全」として「整備」を実施する方針である。 

なお、診断・評価の結果に基づく対策等は、「河川用ゲート設備点検・整備・更新

検討マニュアル(案) 平成２０年３月」により、当該設備の設備区分毎に「社会への影

響度」、「健全度」、「設置条件」等より整備実施の優先度を合理的に整理し、維持

管理計画の最適化を図り、「河川構造物等の長寿命化計画」へ反映し作成するものと

する。 

 

（４）陸閘 

手動にて確実にゲート操作が行え、洪水時等には堤防としての機能を果たせるよう

常に良好な状態を維持する。なお、ゲート設備については、当該設備の維持管理計画

に基づき「定期点検」を実施し、その「健全度評価」結果により状態の変異、不具合

並びに機能低下が確認された場合は、その変異等に対する診断・評価を実施し、評価

結果に基づいて「修繕」又は「取替」等の対策を実施する。 

 

（５）河川管理施設の操作 

河川管理施設の操作は、法第 14 条、令第 8条（操作規則を定めなければならない河

川管理施設）に基づいて該当する施設については、作成要領等に基づいて操作規則を

定めて行う。水位観測施設や雨量観測施設が設置されているが、洪水時等に故障しな

いように、また正確なデータが得られるように、日常から維持管理に努めるとともに、

各関係機関と連携をとりながら出水時の運用を図っていく。 

また、将来的には、直営での遠方操作となることを想定し、施設の整備や職員の操

作訓練を実施していく。操作員の技術向上のため、年１回以上の講習会を実施する。 

 

（６）情報・通信施設 

情報・通信施設には光ファイバー、CCTV、多重無線設備、移動通信設備、衛星通信

設備、河川情報等があるが、点検、診断等に関する基準等を基本とした点検及び診断

の結果により、施設毎の劣化状況、施設の重要性等を勘案し、効率的、効果的に維持

管理する。 
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また、点検・整備・更新に当たって長寿命化やライフサイクルコストの縮減の検討

を行い、計画的に電気通信施設の維持管理を行う。なお、情報・通信施設について専

門技術者による「点検」を実施する場合は、下記の基準、要領等に基づき実施するも

のとする。 

 

１）電気通信施設点検基準(案)：平成 21 年 12 月 18 日，国技電第 26 号 

２）電気通信施設劣化診断要領・同解説(電力設備編)：国土交通省大臣官房技術調査

課電気通信室監修、(社)建設電気技術協会、平成 18 年 11 月 

 

（７）許可工作物 

 ① 基本 

許可工作物の適正な維持管理と使用（利用）状況について、平常時、出水時・地震

時点検によって河川管理上の支障が生じないよう、占用者による点検を行うものとす

る。また、河川巡視の結果等により必要に応じて設置者へ点検の指導等を実施する。 

許可工作物については、設置者により河川管理施設に準じた適切な維持管理がなさ

れるよう、許可に当たっては必要な許可条件を付与するとともに、設置後の状況によ

っては必要に応じて指導・監督等を実施する。 

 ② 取水施設 

河道内に設置されている取水施設は、河道及び河川管理施設に悪影響を及ぼす可能

性があることから、必要に応じて適切な対策が講じられるように指導・監督を行う。 

 ③ 橋梁 

  ● 橋台 

出水期前の点検等において、設置者により橋台付近の堤体ひび割れ等の外観点検及

び必要に応じた詳細な調査、それに基づく補修等の適切な対策がなされるように指

導・監督を行う。なお橋台周辺の堤防あるいは護岸の外観点検は、河川巡視要領に基

づき週５回（一般巡視２回／週、目的別巡視３回／週）の頻度での河川巡視において、

別途計画する巡視月間計画に基づき実施する。 

  ● 橋脚 

橋脚周辺の洗掘形状（最大洗掘深、洗掘範囲）等を把握し河川管理上の支障を認め

た場合には、設置者に通知するとともに適切な指導監督を行うことを基本とする。 

  ● 取付道路 

橋梁の取付道路部の舗装のひび割れ等は、水みちの形成の原因となるので、必要に

応じて道路管理者によりすみやかに補修されるよう指導等を実施する。 

 

④ 河川横断工作物 

● 堰 

洪水時の流下を妨げず、並びに付近の河岸及び河川管理施設に支障を及ぼさないよ

うに適切に維持管理が行われるようにする。河川横断工作物周辺の堤防あるいは護岸

の点検は、河川巡視要領に基づき週５回（一般巡視２回／週、目的別巡視３回／週）

の頻度で実施する河川巡視において実施する。 

  ● 堤外・堤内水路 

堤外水路は、流水による損傷を受けやすいので、点検により異常を早期に発見し、

補修されるよう適切に指導等を行うことを基本とする。状況によっては護岸や高水敷

保護工を増工する等の措置も検討する。 

堤内水路については、排水機能が保全されるよう維持管理するものとする。 
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（８）水文観測施設の維持管理 

水文観測業務規定関係集に基づき定期的に実施する施設・設備の点検において状態

の変化並びに機能の低下が確認された場合は、その状態変化等に対する診断・評価を

行うとともに評価結果に基づいて修繕等の対策を実施する。 

なお、対策は施設の施設・設備の経過年数や耐用年数、対策実施の緊急性等を考慮

して計画的に実施するものとする。 

また、量水板等、河川巡視で目視確認が可能な部分については、点検業者と連携を

図り、維持管理を実施する。 

 

６－３．河川区域等の維持管理対策 

（１）一般 

河川には、河川の流水の利用、河川区域内の土地の利用、土石等の採取、舟運等種々

の利用等があり、これらの多様な河川利用者間の調整を図り、河川環境に配慮しつつ、

河川の土地及び空間が公共用物として適正に利用されるように維持管理するものとす

る。 

また、河川環境の保全や河川利用については、市町村との一層の連携を図るととも

に、地域住民、NPO、市民団体等との協働により清掃や除草を実施する等、地域の特性

を反映した維持管理を推進していく。 

 

（２）河川内での不法行為の是正・防止 

①不法行為等の是正・防止 

河川法に基づいて、河川区域等における土地の占用、工作物の新築等、適正な許認

可事務を実施するとともに、今後も不法占用や不法行為の是正・防止に向けた対応に

努めるべく、河川巡視や監視カメラによる監視の強化を図る。不法行為等の発見又は

悪質な行為に対しては警察など関係機関と連携し速やかに対策又は是正措置を実施す

るものとする。 

 

（３）河川の適正な利用 

①状態把握 

河川巡視や監視カメラで、以下のような状況を把握するものとする。 

ａ）危険行為等：危険な利用形態、不審物・不審者の有無、他の河川利用等へ悪影響

を及ぼす迷惑行為 

ｂ）河川区域内における駐車や係留等の状況：河川区域内の駐車、係留・水面利用等

の状況 

ｃ）河川区域内の利用状況：イベント等の開催状況、施設の利用状況、河川環境に悪

影響を及ぼす利用形態 

 

②河川の安全な利用 

河川管理者は、利用者の自己責任による安全確保とあわせて、河川利用の安全に資

するため、下記の「安全利用点検に関する実施要領」に基づいて必要に応じて関係施

設の点検を実施する。 

 

【関連通知等】 

１）河川（水面を含む）における安全利用点検の実施について（改訂）：平成 21 年 3 

月 13 日，国河環第 106 号，国河治第 146 号，河川環境課長，治水課長 



 

56 

６－４ 河川環境の維持管理対策 

（１）洪水時に漂着する障害物の除去と投棄ゴミ対策 

河川管理施設への影響及び環境悪化の要因となる漂着物は、洪水後において速やか

に除去するものとする。 

出水後に河川巡視にて障害物の漂着状況を確認し、河川管理施設に支障を及ぼす場

合や河川の利用に際して支障が生じないように、適宜撤去を実施する。 

市民団体や小中学校による清掃活動等を広め、河川愛護活動の啓発、普及に努める

とともに、河川愛護モニターと連携し、河川巡視やＣＣＴＶによる監視の強化を図る

他、肱川におけるゴミマップを作成し、ホームページへの公開や地域自治体と連携し

た一斉清掃、警告看板の設置等を実施する。 

  

（２）河川環境の保全 

① 特定外来種対策 

河川管理行為として実施する特定外来生物の防除については、生態系等に係る被害

の発生を防止するため、その分布状況等を十分把握した上で、除草時期の選定や刈草

の運搬方法等に配慮し、適正に対策を実施するものとする。 

② 河道内生物の生息・生育環境の保全 

平常時及び出水後の巡視及び別途実施する環境調査において河道内環境の状況の把

握に努めるものとする。 

また、許可されている河川横断工作物については、アユ等遡上魚類の河道内移動の

連続性確保が可能となるような対策を実施するよう申請者へ指導を行うものとする。 

③ 水質の保全 

肱川の水質（ＢＯＤ）は、環境基準を概ね満足しているため、引続き定期的な水質

調査の実施による状況把握を行うとともに、観測結果については一般に公表を行うよ

う努めるものとする。 

また、関係機関と情報共有するため、水質汚濁防止協議会等を適宜開催し、連絡体

制を確立する。 

（３）低水時の流況管理 

① 水位・流量・水質観測（低水） 

渇水時における水位・流量及び水質管理のため、渇水調整又は取水制限が行われる

期間において、河川巡視又は委託による水位・流量及び水質観測を実施するとともに、

定期的に実施する水位等の観測とあわせ、観測結果については一般に公表を行うよう

努めるものとする。 

また、関係機関との協議を密にし、広報誌等を通じて、住民へ節水意識の向上を働

きかけるよう努める。 

【ゴミの大量不法投棄】 【粗大ゴミの不法投棄】 
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６－５．水防等のための対策 

（１）水防のための対策 

① 水防活動等への対応 

肱川及び矢落川の出水時の対応のため、所要の資機材を適切に備蓄し、必要に応じ

て迅速に輸送し得るようあらかじめ関係機関と十分協議しておくとともに、応急復旧

時の民間保有機材等の活用体制を整備するよう努める。 

出水期前に水防連絡会を通じて、関係機関に重要水防箇所の周知徹底を行う。また、

必要に応じて水防管理者、水防団等と重要水防箇所の合同巡視を実施する。 

また、出水期前に水防管理団体が洪水時等に迅速、かつ適確な水防活動が行えるよ

うに水防技術講習会等を実施し、水防工法の指導、助言に努める。 

なお、肱川及び矢落川ではん濫の発生が予想される場合には、出水の見通し、はん

濫の発生の見通し等の情報提供により、市町村が避難勧告等を適確に実施できるよう、

河川管理者である大洲河川国道事務所から市町村長への連絡体制の確保等に努める。 

② 洪水予測技術の精度向上 

洪水予測技術の精度向上に向け、予測値と実績値の乖離が認められた場合や新たに

加えるべきデータが得られた場合等必要に応じ予測モデルを見直していく。 

また、雨量レーダ、降雨予測、流出予測、はん濫予測等の洪水予測技術における新

技術の動向・精度等を注視し、必要に応じ肱川水系にも導入を行う。 

 

（２）水位情報等の提供 

出水時の水位情報あるいはその予測情報、洪水氾濫に関する情報は、水防活動、地

域住民の避難行動、あるいは市町村長による避難勧告等の判断の基礎となるものであ

る。このため、それらの活動に資するよう、水防法（昭和 24 年法律 193 号）第 10 条

及び第 11 条に基づく洪水予報、同法第 12 条に基づく水位の通報、同法第 13 条に基

づく水位情報の周知、及び同法第 14 条に基づく浸水想定区域の指定等を行い、適切な

情報提供に努める。 

また、これらの水位については、河川整備の状況等に応じて、その設定目的を踏ま

えて適宜見直しを行う方針である。 

なお、水防法によって肱川は洪水予報河川、矢落川については、水位周知河川とし

て定められており、出水時における水防活動、あるいは市町村及び地域住民における

避難に係る活動等に資するよう、上記の法令等に基づき適切に洪水予報若しくは水位

に関する情報提供を行うものとする。この際、実施要領等に基づいて情報の受け手に

とって分かりやすい情報となるように努める。 

 

６－６．水質事故対策 

突発的に発生する水質事故に対処するため、流域内の水質事故に係る汚濁源情報の把握

に努めるとともに、河川管理者と関係行政機関等により構成する連絡協議会による情報連

絡体制の整備、水質分析、応急対策等の実施体制の整備等、必要な措置を講じる。 

水質事故が発生した場合には、事故の拡大防止のため、肱川水系水質汚濁防止連絡協議

会のメンバーへの早急な情報提供を行うと共に、拡散防止対策等適切な対応を実施する。 

緊急時の事故対応のための資材等の備蓄に当たっては、過去に発生した水質事故等を勘

案の上、河川管理者自ら水質事故対策資材の備蓄を行うほか、関係機関等の備蓄状況につ

いても把握し、事故発生時に速やかに資材等の確保が図れるよう対処するよう努める。 
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７．地域連携等 

 

７－１．河川管理者と市町が連携して行うべき事項（排水ポンプ車運転、避難情報提供等） 

①肱川中下流圏域の浸水地区については、大洲市と情報を密にし、大洲市の要請に基づき、

必要に応じた箇所に排水ポンプ車を配置することとする。 

 

②避難情報の提供にあたっては、上流の鹿野川ダムの放流予測、下流基準点の水位予測等

を考慮し実施すると共に、平常時より情報伝達方法について訓練等を行う。 

 

③より効率的な堤防巡視・水防活動のため、出水期前には、市町の水防管理団体と共同で

重要水防箇所の点検・確認を実施する。 

 

７－２．河川管理者及び市町村とＮＰＯ、市民団体等が連携・協働して行っている又は行

う予定がある事項 

 地域住民による一斉清掃や「肱川を美しくするお花はん」による清掃・植栽活動、ＮＰ

Ｏとの連携による河原の復元など、これらの取り組みを通じて日常的な河川管理や河川環

境改善のための取り組みへ住民参加を進め、地域の意見を反映し、地域と一体となった河

川の協働管理を進め、拡大を図る。 

 

 

【地域住民参加による一斉清掃状況】 【肱川を美しくするお花はん 

による植栽状況】

機械による表土はぎ取り作業 機械による河床整正除草作業

【ＮＰＯとの連携による河原の復元作業】

機械による表土はぎ取り作業
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８．効率化・改善に向けての取り組み 

 

８－１．より良好な河川環境の整備・保全 

 河川環境における環境の整備と保全に関しては、河川環境に関する現在の課題を把握し、

河川環境に与える影響を最小限に抑えることで、良好な河川環境の保全に努める。 

 

８－２．より効率的な河川維持管理等に向けた更なる地域協働の取り組み 

 地域住民と協力して河川管理を推進するため、地域の人々へ河川に関する様々な情報を

発信する。また地域の取り組みと連携した河川整備等により、住民参加型の河川管理の構

築に努める。 

 

・河川愛護モニター 

・愛リバーサポーター 

・肱川を美しくするお花はんの植栽活動 

・地域住民参加による河川一斉清掃 

 

８－３．長寿命化対策の方向等 

 水閘門等の河川管理施設の点検・整備・補修・更新等について、中長期の展望を踏まえ、

効果的・効率的・計画的に推進していく。 

 

８－４．効率化あるいは改善を進める取り組み 

 河川の維持管理に当たっては、河川巡視、点検による状態把握、維持管理対策を長期間

にわたり繰り返し、それらの一連の作業の中で得られた知見を分析・評価して、河川維持

管理計画あるいは実施内容に反映していくというＰＤＣＡサイクルの体系を構築してい

く。 

 

【 サイクル型維持管理体系のイメージ 】 
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項目欄に付記した(※)印は「必要に応じて実施する巡視項目」とする。 

 

① 河川区域等における違法行為の発見及び報告 

 

【 河川巡視項目一覧表 その１ 】 ※河川巡視規定より 

項目 内容 

(1)河川区域等における違法行為の発見及び報告のための河川巡視は、河川法に規定する

河川区域、河川保全区域及び河川予定地において、許可が必要とされている行為を無

許可で行っていたり、禁止されている行為を行っているものについて発見した場合そ

の状況を把握し報告を行う。 

①流水の占用関係 河川法 23条に規定する流水の占用に関する違反

行為がないかどうかを現地において状況を把握す

る。 

a)不法取水 取水施設の設置やポンプの設置により、無許可で

河川から取水が行われていないかどうかの状況を

把握する。 

b)許可期間外の取水 取水施設からの取水が許可期間外に行われていな

いかどうかの状況を把握する。 

c)取水施設等の状況 取水施設において取水量が許可と異なっていない

か、また許可を受けて設置された工作物が、許可

どおりの状態になっているか、設置後に無許可で

改築、改造等が行われていないかの状況を把握す

る。 

②土地の占用関係 河川法 24条に規定する土地（河川管理者以外の者

がその権原に基づき管理する土地を除く。）の占

用に関する違反行為がないかどうかを現地におい

て状況を把握する。 

a)不法占用 河川区域内の土地（河川管理者以外の者がその権

原に基づき管理する民地を除く。）において、無

許可で土地が占有されていないかの状況を把握す

る。具体的には私的な土地の占有、恒常的な駐車、

不法係留、無許可の耕作等の状況を把握する。 

b)占用状況 占用許可を受けた土地において、占用の範囲が許

可の範囲と異なっていないか、また、許可条件等

に基づき適正に管理されているかの状況を把握す

る。 

③河川の産出物の採取に関する状況 河川法 25条に規定する河川区域内の土石等の採

取が許可どおり実施されているかどうかを現地に

おいて状況を把握する。 

a)不法盗掘、不法伐採 河川区域内の河川管理者が権原を有する土地にお

いて許可を受けていない砂利採掘や、樹木の伐採

等が実施されていないかの状況を把握する。 

b)採取位置等 許可を受けた砂利採取箇所等において、採取位

別紙 11 



 

72 

置・範囲、運搬路の位置が許可どおりかの状況を

把握する。 

c)土砂等の仮置き状況 許可を受けた砂利採取箇所等において、土砂等の

仮置きが、定められた位置に定められた形状で仮

置きされているかの状況を把握する。 

d)汚濁水の排出の有無 許可を受けた砂利採取箇所等において、汚濁水が

河川へ放流されていないかどうかの状況を把握す

る。 

④工作物の設置状況 河川法 26条に規定する河川区域内の工作物の新

築等に関する違反行為がないかどうかを現地にお

いて状況を把握する。 

a)不法工作物 河川区域内において、許可を受けていない工作物

（建物、通路、看板、桟橋･係留施設等）が設置さ

れていないかの状況を把握する。 

b)工作物の状況 許可を受けて設置された工作物が、許可どおりの

状態になっているか、また、設置後に無許可で改

築・改造等が行われていないかの状況を把握する。

⑤土地の形状変更状況 河川法 27条に規定する土地の掘削等に関する違

反行為がないかどうかを現地において状況を把握

する。 

a)不法形状変更 河川区域内において、許可を受けていない土地の

掘削・盛土等が実施されていないかの状況を把握

する。 

b)土地の形状変更の状況 許可を受けている土地の掘削・盛土行為が許可ど

おりの状態になっているかの状況を把握する。 

⑥竹木の流送やいかだの通航状況 河川法施行令第 16条の２及び第 16条の３に基づ

く、河川管理者が指定した船やいかだの通航制限

や竹木流送の許可に関する違反行為がないかを現

地において状況を把握する。 

a)不法な竹木流送 (※) 許可を受けていない竹木の流送が実施されていな

いかの状況を把握する。 

b)竹木の流送状況 許可を受けて実施されている竹木の流送が許可ど

おり実施されているかどうか、又竹木の流送が河

川管理者の指定する水域内で、指定どおりに行わ

れているかの状況を把握する。 

c)船またはいかだの通航状況 河川管理施設である閘門あるいは河川管理者が指

定した水域において、指定した通行方法による通

航が実施されているかの状況を把握する。 

⑦河川管理上支障をおよぼすおそれ

のある行為の状況 

河川法施行令第 16条の４に規定する河川の損傷

や、ごみ等の投棄、指定区域における車両乗入れ

等が行われていないかを現地において状況を把握

する。 

a)河川の損傷 人為的な河川の損傷が行われていないかの状況を

把握する。 
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b)ごみ等の投棄 河川区域内においてごみ等の投棄が行われていな

いかの状況を把握する。 

c)指定区域内の車両乗入れ 河川管理施設の保全または動植物の生息地･生育

地として特に保全を必要とする箇所で、河川管理

者が指定した区域において自動車その他の河川管

理者が指定したものが入れられていないかの状況

を把握する。 

d)汚水の排出状況 河川管理者への届出を行わずに、一定量以上の汚

水が排出されていないかの状況を把握する。特に、

特殊な汚濁色や臭い、泡、魚の浮上等がないかの

状況を把握する。 

⑧河川保全区域及び河川予定地にお

ける行為の状況 

河川法 55条第 1項及び 57条第 1項に規定する河

川保全区域及び河川予定地における制限行為が無

許可で行われていないか、また許可どおりに行わ

れているかを現地において状況を把握する。 

a)不法工作物 河川保全区域あるいは河川予定地において、許可

を受けていない工作物（建物、通路、看板等）が

設置されていないかの状況を把握する。 

b)工作物の状況 許可を受けて設置された工作物が、許可どおりの

状態になっているか、また、設置後に無許可で改

築・改造等が行われていないかの状況を把握する。

c)不法形状変更 河川保全区域あるいは河川予定地において、許可

を受けずに土地の掘削・盛土等が実施されていな

いかの状況を把握する。 

 

② 河川管理施設及び許可工作物の維持管理状況把握 

 

【 河川巡視項目一覧表 その２ 】 

項目 内容 

(2)河川管理施設及び許可工作物の維持管理状況の把握のための河川巡視は、河川管理施

設がそれぞれ求められる機能を十分発揮するため、その状況を車上からの目視レベル

で把握し、認められた変状について報告する。また、許可工作物については、許可ど

おりに維持管理されているかどうかを同様に把握し、その変状について報告する。な

お、本項では堰や樋門･樋管等の機械施設・電気通信施設の動作確認や河道及び河川管

理施設の点検は含まれない。 

①河川管理施設の維持管理状況 河川管理施設について、大きな損傷が生じている

かどうかを、目視により現地において、その状況

について把握する。 

a)堤防の状況 堤防天端や小段に不陸、亀裂、わだちがないか、

堤防法面に人畜や車両による損傷がないか、また、

法面の芝の生育不良、法面の亀裂、法崩れ、段差

がないか等、また、堤防法尻等に漏水が見られな

いかの状況を把握する。 

b)堰･水門等構造物の状況 河川管理施設である堰や水門、樋門･樋管等におい
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て、本体及び取付け護岸、取付け水路の重大な損

傷や不等沈下、水路の埋塞等がないかの状況を把

握する。 

c)護岸・根固及び水制の状況 護岸・根固及び水制について重大な損傷（護岸の

クラック、裏込の流失、基礎部の洗掘、上･下流河

岸の侵食、根固めの流失等）について状況を把握

する。 

②許可工作物の維持管理状況 許可工作物について、重大な損傷が見られるか、

また、ごみの堆積や汚水・油のもれ等がないかを

現地において状況を把握する。 

a)許可工作物の状況 許可工作物である堰や水門、樋門･樋管、橋梁等に

おいて、本体及び取付け護岸、取付け水路の重大

な損傷、水路の埋塞等がないかの状況を把握する。

③親水施設等の利用安全性 親水機能等の確保を目的として設置された施設

が、設置の目的に応じて適切に管理されているか、

また利用上危険性がないかを現地において状況を

把握する。 

a)親水施設の状況 設置された親水施設に損傷、汚損等の有無及び、

その施設が利用者に危険性がない状態になってい

るかの状況を把握する。 

④車止め､標識､距離標等の保全状況 河川区域内における車止め、標識、距離標、占用

杭、境界杭等が適切に保全され、破損・汚損等が

ないかどうかを現地において状況を把握する。 

⑤河道の状況 河道の状況について正常に流下しているかを目視

によりその状況を把握する。 

a)河岸の状況 天然河岸において流水などにより異常な側方浸食

が生じていないかの状況を把握する。河岸が流水

により洗掘を受け、新たな深掘れ箇所が発生して

いないかどうかの状況を把握する。 

b)河口閉塞の状況 河口部において堆砂の状況を把握する。特に河口

閉塞が生じていないかの状況を把握する。 

c)河道内における砂州堆積状況 河道内で新たな砂州の形成や移動により、堆積土

砂で周辺の流れに変化があるかどうかの状況を把

握する。 

 d)樹木群の生育状況 河道内における樹木の繁茂状況や、護岸等への根

の進入、めくれ上がり等の状況を把握する。 

 

③ 河川空間の利用に関する情報収集 

 

【 河川空間の利用に関する情報収集のための巡視項目一覧表】 

項目 内容 

(3)河川空間の利用に関する情報収集のための河川巡視は、河川空間が地域の人々に適正

に利用され、また、必要な河川環境の整備を実施するために、河川空間の利用状況を

把握すると共に、河川空間における好ましくない河川利用の状況（車両の放置、許可
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を受けた桟橋以外での係留、他の利用者に危険をおよぼす利用形態等）について状況

を把握し報告する。また、河川環境整備のための基礎的情報を収集するため、河川区

域における利用上の特筆されるべき事象（漁労上の仕掛け等の設置、禁漁期間、河川

における行事、新たな河川利用形態）等について情報を把握し報告するものとする。 

①危険行為等の発見 河川区域内において、利用者が安全に利用出来る

よう、又は河川区域内の施設等が安全に利用出来

るよう、主に危険行為防止の観点から利用状況等

の把握を現地において行う。また、大麻草・ケシ

等の薬物に類する植物栽培等がないか把握する。

a)危険な利用形態 河川空間において、利用者が危険にさらされるよ

うな利用形態（水難事故等の危険性）や、他の河

川利用者に危険を与えるような利用形態（河川敷

でのゴルフ、モトクロス等）があるかどうかにつ

いて状況を把握する。 

b)不審物・不審者の有無 河川空間において、テロ行為等の犯罪行為の発生

を予防するため、特に重要施設（堰、水門、取水

口、橋梁等）の付近において、不審物や不審者が

ないかどうかを現地で状況を把握する。 

②河川区域内における駐車や係留の

状況 (※) 

河川区域内の自由使用を確保するため、河川区域

内で通行の支障になったり、他の自由使用を妨げ

るような駐車・係留等の実態等について現地にお

いて状況を把握する。 

a)河川区域内の駐車の状況 (※) 河川区域内において通行や他の自由使用を妨げる

ような車両の駐車（無余地駐車、占用地外へのは

み出し駐車など）について状況を把握する。 

b)係留･水面利用等の状況 (※) 河川区域内において、許可を受けていない係留や

停泊の状況、又は水上バイク、カヌー練習などが

反復して利用されている状況について現地で把握

する。 

③河川区域内の利用状況 (※) 河川区域内における基礎情報を得るため、河川空

間における地域住民等の利用状況及びゾーニング

が定められている場合にはその齟齬を現地におい

て把握する。 

a)イベント等の開催状況 (※) 日常的な利用と異なるイベントや行事の際に、ど

のような河川利用が行われているか等について状

況を把握する。 

b)施設の利用状況 (※) 河川空間に設置された休憩所、トイレ、遊歩道等

の施設が適切に維持管理されているかの状況を把

握する。 

c)河川空間における生産・漁業活動

等の状況 (※) 

河川空間において、農耕や漁業活動が行われてい

る場合、その活動状況（例えば田植え・稲刈り、

ヤナ等の設置、禁漁期間の開始・終了等）につい

て把握する。 
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④ 河川の自然環境に関する情報収集 

 

【 河川の自然環境に関する情報収集のための巡視項目一覧表】 

項目 内容 

(4)河川の自然環境に関する情報収集のための河川巡視は河川区域内の自然環境を適切に

整備・保全するため、その基礎情報として、河川の自然環境に関わる特筆されるべき

事象（代表的な植物の開花、特定外来種の生育状況、大麻草・ケシ等の薬物に類する

法律違反の栽培、渡り鳥の飛来・飛去、瀬切れの発生等）について把握し報告する。 

①自然環境の状況把握 河川環境の整備と保全のため、河川区域内におけ

る自然環境状況について情報収集する。特に水質

事故等の危機管理の観点から巡視を行う。 

a)河川の水質に関する状況 河川の水質について、異常な汚濁色、油の流下、

魚の浮上、臭い等がないかどうかを把握する。 

b)河川の水位に関する状況 (※) 渇水時において生じる河川水位の低減により、瀬

切れ等の状況について把握する。 

c)季節的な自然環境の変化 (※) 河川の自然環境について季節的な周期により生じ

る、目視にて容易に把握できる自然環境の変化に

ついて把握する。例えば、希少種の生息環境の状

況、渡り鳥の渡来・飛去、集団営巣地の形成、魚

の集団溯上、堤防や河川敷における菜の花や彼岸

花の開花、桜の開花、紅葉の最盛期、特定外来種

の生育状況等である。 

②自然環境へ影響を与える行為 河川区域において自然環境について影響を与える

ような河川利用がある場合、現地において状況を

把握する。 

a)自然保護上重要な地域での土地

改変等 

自然保護上重要な植物の群生地や、鳥類の繁殖地

等において、車両の乗り入れや、生息へ影響を与

えるような行為が行われていないかどうかの状況

を把握する。 

b)自然保護上重要な種の生息・捕

獲・採取の状況 (※) 

自然保護上重要な動植物（絶滅のおそれのある動

植物や天然記念物等）について、河川区域内で生

息状況を把握する。また、捕獲や採集が行われて

いないかの状況を把握する。具体的には、禁止さ

れているカスミ網等を発見した場合その状況を把

握する。 

③多自然川づくりの状況 整備された自然再生の箇所、池、ワンド等が埋没、

干上がり、損傷等がないか状況を把握する。 

④魚道の通水状況 河川管理施設や許可工作物の堰等に設置された魚

道について、水が流れているかどうか、また、魚

道入り口等において土砂堆積や、河床洗掘などが

生じていないかどうかの状況を把握する。 
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